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令和２年 網走市議会 

平 成 31 年 度 各 会 計 決 算 審 査 特 別 委 員 会 会 議 録  

第３号 令和２年９月14日（月曜日） 

 

 

 

 

○日時 令和２年９月14日 午前10時00分開会 

○場所 議 場 

○議件 

１．認定第１号 平成31年度網走市各会計歳入歳

出決算について  

２．認定第２号 平成31年度網走市水道事業会計

の利益の処分及び決算について 

 

○出席委員（14名） 

委  員  長    立 崎 聡 一 

副 委 員 長    山 田 庫司郎 

委     員    石 垣 直 樹 

            小田部   照 

            川原田 英 世 

            工 藤 英 治 

            栗 田 政 男 

            近 藤 憲 治 

            澤 谷 淳 子 

            永 本 浩 子 

            平 賀 貴 幸 

            古 田 純 也 

            松 浦 敏 司 

            村 椿 敏 章 

 

○欠席委員（０名） 

 

○委員外議員（０名） 

 

○説明のため出席した者 

 副 市 長    川 田 昌 弘 

 企画総務部長    岩 永 雅 浩 

 市民環境部長    酒 井 博 明 

 建設港湾部長    吉 田 憲 弘 

 水 道 部 長    脇 本 美 三 

 会 計 管 理 者    永 倉 一 之 

 財 政 課 長    古 田 孝 仁 

 市民活動推進課長    湯 浅   崇 

 戸籍保険課長    清 杉 利 明 

 戸籍保険課参事    渡 邉 眞知子 

 生活環境課長    近 藤   賢 

 生活環境課参事    高 田 浩 昌 

 建  築  課  長    小 原   功 

 都市整備課長    立 花   学 

 都市管理課長    澁 谷 一 志 

 都市管理課参事    石 井 公 晶 

 港  湾  課  長    梅 津 義 則 

 営業経営課長    野 呂 俊 広 

 営業経営課参事    佐々木 修 司 

 上 水 道 課 長    柏 木   弦 

 下 水 道 課 長    中 村 昭 彦 

 財政課財政係長    阿 部 伸 也 

 営業経営課庶務係長    岩 内   仁 

 上水道課上水道係長    村 上 雅 彦 

………………………………………………………… 

 監 査 委 員    金 兵 智 則 

 監査事務局長    鈴 木   聡 

 

○事務局職員 

 事 務 局 長    武 田 浩 一 

事 務 局 次 長    伊 倉 直 樹 

総務議事係長    神 谷 浩 一 

総務議事係主査    寺 尾 昌 樹 

       係    早 渕 由 樹 

 

午前10時00分開会 

○立崎聡一委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、平成31年度各会計決算審査特別

委員会を開会いたします。 

 本日の審査日程に基づきまして、最初に認定第

１号平成31年度網走市各会計歳入歳出決算につい

てを議題とし、建設港湾部及び企業会計を除く水

道部所管の細部質疑を行います。 

 次に、認定第２号平成31年度網走市水道事業会

計の利益の処分及び決算についてを議題とし、追

加説明があるときは説明をしていただき、その

後、水道事業会計の細部質疑を行います。 

 水道事業会計の細部質疑の終了後、再度、認定

第１号平成31年度網走市各会計歳入歳出決算中、

市民環境部所管の細部質疑を行いますのでよろし

くお願いいたします。 

 それでは、早速本日の日程であります認定第１

号平成31年度網走市各会計歳入歳出決算中、建設
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港湾部、水道部及び市民環境部の所管に関する細

部質疑を行います。 

 なお、衛生費のうち健康推進課所管分は昨年同

様健康福祉部所管になりますので、15日の審査に

なります。 

 それでは初めに、建設港湾部所管分について細

部質疑を行います。 

 古田委員。 

○古田純也委員 決算書の227ページ、橋梁の長寿

命化修繕事業についてお尋ねいたします。 

 長寿命化事業を行うことによりまして、この修

繕というのは、その橋はどのぐらいの耐久年数が

出るのかお伺いいたします。 

○立花学都市整備課長 橋梁長寿命化に関わる修

繕計画については、平成25年から事業を行ってい

るところでございます。 

 市の橋梁、いろいろな橋梁がございまして、耐

用年数、コンクリートでできている橋梁もあれば

メタルの鋼でできているような橋梁もございま

す。 

 網走で橋梁として一番、昭和30年代、40年代か

ら施工されておりまして現在92橋、網走にあるの

ですけれども、その中で特に修繕が必要とする橋

梁14橋について、平成25年から橋梁の修繕を行っ

ております。 

 それぞれの橋梁の耐用年数については、各劣化

状況等を見て判断して修繕を行っておりまして、

おおむねコンクリートの橋梁であれば50年という

ことでは言われているのですけれども、海の近く

であるとか、気象状況を受けやすいところである

とか、そういった橋梁の状況によって耐用年数と

は乖離があることもございます。 

 ただ、ほとんどの橋梁が、耐用年数に及んでい

るような橋梁が大多数を占めている状況でござい

ます。 

○古田純也委員 わかりました。 

 今回、この事業で何か所ぐらい修繕はされたの

ですか。 

○立花学都市整備課長 平成31年度におきまして

は、４橋の橋梁を修繕を行っております。 

○古田純也委員 最近よく災害の映像をテレビで

見ると橋が崩れていくようなイメージがあったの

で、長寿命化、耐久年数を延ばすことによって安

全面はまた確保されるという認識でよろしかった

ですね。 

○立花学都市整備課長 災害が発生して、何とい

うのですかね、河川であれば水が増水をして橋台

の土で覆っているところが水の増水によって、そ

の橋台を壊すというような事象が災害の発生の要

因になってくるかなと思うのですけれども、修繕

を行っているひび割れですとか舗装の面から水が

入っていってさびが発生するであるとか、そう

いった形の橋梁の長寿命化の修繕を行っておりま

して、特に災害に強くする対策ではなくて、橋梁

の健全な、橋梁としての安全を確保するための修

繕を行っているというのがこの事業でございま

す。 

○古田純也委員 わかりました。 

 決算書231ページ、空き家の解体事業補助金につ

いてちょっとお伺いしますが、空き家の解体に申

請された件数というのは何件ぐらいあったので

しょうか、お尋ねいたします。 

○小原功建築課長 危険な空き家に対するものの

補助が50万円がありますが、こちらが１件、それ

と旧耐震基準の空き家の30万円ですが、こちらが

７件、合わせて８件で260万円でございます。 

○古田純也委員 解体するときに補助をする、こ

の流れというのですか、たまたま解体をしたのだ

けれども、この申請がわからなかったという人は

あるのでしょうか。 

○小原功建築課長 事前着工は認めておりません

ので、解体する場合には事前に建築課のほうに申

請を上げていただくような流れを取っておりま

す。 

○古田純也委員 であれば、大体皆さんが解体す

るときは許容範囲というか、なっているのは受け

入れるということで、わかりました。 

 同じく231ページの省エネの住宅新築促進事業、

これも同じような内容なのですけれども、ほとん

ど今建てられる新築の家というのは省エネかなと

私は思うのですけれども、申請された件数という

のはどのぐらいあるのでしょうか、お尋ねいたし

ます。 

○小原功建築課長 平成31年度においては９件の

申請がございました。 

○古田純也委員 わかりました。 

 最後になりますが、資料要求項目、資料の41

ページ、工事の発注状況についてお尋ねいたしま

す。 

 舗装工事が平成29年度26件、そして平成31年度

は極端にもう半分ぐらいに件数が減ってきている

のですけれども、この減ってきている減少の何か
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要因があったらお伺いいたします。 

○立花学都市整備課長 舗装工事の件数でござい

ますけれども、平成29年までは舗装の工事と土木

の改良の工事と完全に分離をして発注をしており

ました。平成30年度から金額ですね、土木の工事

と舗装の工事と全体の金額の割合の比率を精査さ

せていただいて、その中で舗装の比率が低いとい

うものについては土木の工事と一体となって工事

をするということで、内規をちょっと見直しまし

て、それで30年度からは小さな舗装工事は土木工

事に吸収して発注しているということで、件数に

ついては舗装の単独の工事が減っている状況でご

ざいます。 

 実際、平成30年度からは公的債ということで、

舗装の修繕が伴う工事というのは非常に多く発注

しておりまして、実際には舗装修繕している箇所

というのは非常に多い状況にはなっています。 

○古田純也委員 わかりました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 おはようございます。 

 それでは、成果報告書の66ページ上段の、今古

田委員からもありましたけれども、空き家等解体

事業補助金についてお伺いします。 

 この事業は平成30年度から始まった事業とのこ

とでしたので、平成31年のは財源に国支出金60万

円とあります。30年は全額一般財源のみだったの

ですけれども、これは何か国から条件があって、

30年度は出なかったのでしょうか。それとも、毎

年本当は国からも国支出金をここに充てることが

できたのでしょうか。 

○小原功建築課長 交付金につきましては、空き

家対策総合支援事業の国の交付金事業を活用して

おりますが、昨年、平成31年10月に要件が緩和さ

れまして、雪等の重さで倒れた場合に周辺に被害

を与えるような住宅については交付金の対象とさ

れたものですから、10月以降の受付分の４件分に

ついて交付金を活用させていただいたものでござ

います。 

○澤谷淳子委員 では、それはやはり持ち主さん

がそういう雪害で倒れて解体したいということで

申請があって、それを活用したということになり

ますか。 

○小原功建築課長 申請者は解体をしたいという

ことで受付をされるのですが、当市のほうで審査

の中で、そういったものに該当するものについて

は国費を請求させていただいたところでございま

す。 

○澤谷淳子委員 それでは、市でそういうことを

精査して、国のお金を使って負担して解体できた

というような感じなのでしょうか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

 そうしますと、ここにも書かれていますが、特

定空き家が、それとは別に１軒解体されたようで

すけれども、危険度の高い特定空き家について

は、ふだんは持ち主さんの事情とか、昨年も質問

で出ていましたけれども、更地にすると税金が上

がるのが嫌だとか、いろいろな理由で進まないの

もあるというお話を去年はされていたと思うので

すけれども、今の国の補助金というかそのお金も

使えるということがありまして、今後危険空き家

の解体が進むような取組などあるようでしたら、

ちょっとお伺いしたいのですけれども。 

○小原功建築課長 特定空き家につきましては、

生活環境課のほうで随時指導等を行っているとこ

ろでありますが、そういった中でこういった制度

も活用していただき解体につなげたいと考えてお

ります。 

 また本年につきましては、既に３件が特定空き

家の解体の申請があったところでございます。 

 質問をちょっと聞き逃していて申し訳ございま

せん。 

 交付金については財源として市が活用するもの

でありますから、申請者がその交付金があるから

といって増えるというようなものではございませ

ん。 

○澤谷淳子委員 ありがとうございます。 

 ちょうどそれが増えるのかなと思って聞こう

思ったので、申し訳ありません、わかりました。 

 それでは、ちょっとこれは違う質問になってし

まうのかもしれないのですけれども、空き家の有

効活用で、今回はここに記載がなかったのです

が、賃貸住宅家賃補助金というのが昨年は登録の

大家さんがなくて利用がゼロだったということ

で、そういう発表があったのですけれども、その

事業はもうなくなってしまったのでしょうか。 

○小原功建築課長 子育て世帯向け住宅賃貸支援

事業のことでございますけれども、こちらのほう

は継続をしております。 

 継続はしておりますが、昨年度についても実績

はなかったところでございます。 
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○澤谷淳子委員 そうしたらやっぱりなかなか大

家さんになってくれる、たな子になりたいという

方がいても大家さんになってくれる、貸してくれ

る方がいなかったということで、申込み自体とい

うか、そういうのはやっぱりあったのですか。 

○小原功建築課長 問合せはあったのですが、実

際に申請申込みに結びついたものはございません

でした。 

○澤谷淳子委員 せっかく北海道でも協力してく

れるようになったと去年お聞きしたので、いい制

度だと思うのですけれども、なかなかちょっとそ

のマッチングがしないということなので、また引

き続き周知のほうでちょっと頑張っていただきた

いと思います。ありがとうございます。 

 それでは続きまして、同じく66ページの中段、

公共施設長寿命化点検事業ですけれども、これは

まず、ここの金額というのは点検のみにかかった

費用でしょうか。 

○小原功建築課長 点検につきましては市内の建

築業者のほうに委託をしておりまして、そちらの

委託料ということになります。 

○澤谷淳子委員 では、その下段の市営住宅長寿

命化修繕事業にもつながるのですけれども、この

真ん中の中段の、点検して今回は31年度は橋北１

団地１棟を修繕しましたけれども、令和２年度は

既に点検した上段の中から決めるということにな

ると思うのですけれども、その場合、ここの一番

下の市営住宅長寿命化修繕事業には、これもやっ

ぱり国の支出金が出るのですけれども、これは公

営住宅修繕のみですか、公共施設の修繕にもこの

国支出金というのは出るのでしょうか。 

○小原功建築課長 まず、事業についてでござい

ますが、公共施設長寿命化点検事業につきまして

は、記載の各学校等の施設の外壁の点検、あるい

は機械設備、換気、非常用照明の点検を行うもの

でございます。 

 それとは別になるのですが、市営住宅の長寿命

化修繕事業、こちらの事業につきましては市営住

宅に特化した長寿命化のための事業を行うもので

ございます。 

○澤谷淳子委員 理解しました。 

 それでは、次に69ページの中段にスポーツト

レーニングフィールド・公園施設改修事業があり

ます。 

 これは予算に対して決算額が小さかったのです

けれども、これはどういう内容だったでしょう

か。 

○立花学都市整備課長 予算現額と決算額の乖離

でございますけれども、この金額の差額分につい

ては補正で、令和２年度、今年に工事を行ってお

ります。 

 当初は1,500万円で予算措置をしておりまして、

ちょっと何月の議会だったかあれなのですけれど

も、補正で7,100万円の増額の補正をしておりま

す。３月の議会で繰越しを行いまして、今年度残

りの7,100万円について事業を行っているというこ

とでございます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 それで、ここに出ているものは複合遊具以外に

も公園内に点在するトイレとかあずまやとか物置

とか、ちょっと剥がれている舗装とか、そういう

細々したものの修繕もこの予算の中で修繕してい

ただけるというものでしょうか。 

○立花学都市整備課長 スポーツトレーニングフ

ィールドの施設の中には、いろいろな遊具がござ

いまして、昨年行ったのは複合遊具の更新を行っ

ております。残りの金額については、オホーツク

ドームの照明、それからテニスコートの人工芝の

張り替え、それとおもしろ自転車広場の舗装の修

繕を今年度行っているところでございます。 

○澤谷淳子委員 すみません、細かいところを聞

きました。 

 ちょっとした施設もちょっとあずまやとかのも

屋根が割れていたり、いろいろ細かいものも結構

ちょっと朽ちているところもあったので、そうい

うのはこういうので使えるのかなと思って聞きま

した。でも理解しましたので、以上で質問を終わ

ります。 

○立崎聡一委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 それでは、何点か。 

 まず決算書の231ページ、公営住宅の管理につい

てです。 

 これでいきますと、委託料が平成30年度は2,400

万円、31年度が3,290万円となって伸びてはいるの

ですけれども、この理由は何なのか伺います。 

○小原功建築課長 委託料につきましては、修繕

の部分が大部分を占めているのですが、平成30年

度から修繕業務につきましては、それまでいた大

工が住宅の管理のほうで持っていたのですが、そ

の方が辞められたことから、入札の結果でござい

ますが、日専連のほうに修繕の委託をお願いして

いるところでございます。 



 

－ 62 － 

 こうしたことから、日専連から業者へ発注をす

る委託につきましては、日専連のほうに委託費と

してお支払いをしているものですからそういう大

きな額になるのですが、あと昨年との差につきま

しては、老朽化が進むことによるその修繕の依頼

件数、額が増えているものによることでございま

す。 

○村椿敏章委員 委託費ですね。その前、日専連

に出す前は約800万円くらいだったような気がする

のですけれども、委託して上がって、要は大工さ

んを雇っていたときのほうがずっと安く済んだの

ではないのかなと思うのですが、その辺について

はどうですかね。 

○小原功建築課長 大工さんがいたときには市が

直接業者のほうへ発注をしておりますので、修繕

費というふうに工事請負費などで計上させていた

だいているところでございます。 

 額については、前後しますが、2,500万円から

3,000万円程度で推移をしてきたところでございま

す。 

○村椿敏章委員 それでは、委託する前は工事請

負費が多くて、そして委託費が少なかったという

ことですね。分かりました。 

 次に、公営住宅の空き状況なのですけれども、

今回５月に７戸、それから８月に８戸応募受付し

ていたのですが、その応募状況について伺いま

す。 

○立崎聡一委員長 村椿委員、そこはちょっと違

う。今年の状況ということは、決算委員会なの

で。 

○村椿敏章委員 今年か、去年ですものね。そう

いうことね。 

 要は、昨年の応募状況を確認したいのですけれ

ども。 

○小原功建築課長 昨年は公募による募集を年間

５回行っておりますけれども、５回で合わせまし

て35戸募集をしたところであります。希望者は60

名でございました。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それでは、漏れた方はどのような形になるので

しょうか。 

○小原功建築課長 年５回の抽せんのうち漏れた

方につきましては、道営住宅も同じように公募し

ておりますので、そちらのほうで抽せんで当選さ

れて行かれた方、また当市のほうに２回目、３回

目というふうに継続されて申込みをされる方、ま

た随時募集も行っておりますので、そちらのほう

に入居された方、そのような形の方が多い状況で

ございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それで、漏れた方ですけれども、今年若干漏れ

た人がいて、その方から相談を受けたのですけれ

ども、大曲１丁目で今随時募集していますよね。

その中で、随時募集されている戸数が10戸あるの

ですけれども、そのうち１階の空きがあるのにも

かかわらず随時募集されていないのですが、それ

はどういうことなのでしょうか。 

○小原功建築課長 入居者の退去後には少なから

ずその修繕費がかかるものでございます。 

 大曲１丁目につきましては、過年度において、

この間の一般質問の中でも答弁をさせていただき

ましたけれども、５年ほど程度前から空きがあ

る、それが継続しているというふうな答弁をした

ところでございますけれども、空きについては修

繕の終わっているものを優先してお貸しをしてお

ります。ここの団地につきましては、過去にまだ

空きがあり、20数戸ぐらいあるという答弁をさせ

ていただいておりますが、まずはこちらの修繕の

終わっている、すぐに入れる住宅を随時募集をさ

せていただいております。 

 その間、昨年ぐらいからですが、徐々に１階の

方がたまたま退去されるという部分が続いたもの

ですから、委員おっしゃられるように１階の部分

に何戸かあるのではないかという問いだと思いま

す。そちらのほうにつきましては、今後１階の部

分につきましては、入居希望される方もおられる

かと思いますので、そちらのほうは修繕等につき

ましては検討しなければならないかなというふう

には考えております。 

○村椿敏章委員 ぜひ検討をお願いします。 

 やっぱり大曲１丁目はかなり空いているので、

１階の人、入りたい人も結構いると思いますの

で、ぜひ検討してください。お願いします。 

 次に、同じ231ページの中心市街地居住促進事業

ですね、中心市街地の借上げ公営住宅家賃補助と

いうやつなのですけれども、7,200万円を毎年入れ

ているようなのですが、この中心市街地の跡地利

用をして居住空間を増やすというような目的だっ

たと思うのですけれども、この目的、もう一度再

度確認させてほしいのですけれども。 

○小原功建築課長 本制度は平成17年度から募集

をかけ、現在４棟70戸、町なかに借上げ公営住宅
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として建設をされているところでございますが、

こちらの借上げ公営住宅につきましては、平成８

年度の公営住宅法の改正により制度化されました

国の借上げ公営住宅制度を活用しまして、当市の

空洞化した中心市街地に多様なニーズに対応した

住宅の供給、快適な住環境の創出など活気と魅力

にあふれる町なか居住の実現のために実施をした

ものでございます。 

○村椿敏章委員 それで、70戸で7,200万円です

か、一月にすると幾らの家賃補助をされているの

でしょうか。 

○小原功建築課長 それぞれの住戸タイプ、２Ｌ

ＤＫ、８ＬＤＫ、また４棟それぞれオーナーさん

が違いますので若干面積が違うのですけれども、

大体平均すると８万5,000円ぐらいな家賃設定と

なっております。 

○村椿敏章委員 要は１戸当たり８万5,000円の家

賃補助をしていますよと。この８万5,000円は結構

高いと思うのですけれども、これを決めた根拠と

いうのはどういうことなのですか。 

○小原功建築課長 当時の近隣におけるその家

賃、近傍同種家賃といいますが、そちらの家賃か

ら算定をいたしまして、この面積規模での家賃算

定を行ったものでございます。 

○村椿敏章委員 近傍の家賃を参考にということ

なのですけれども、住む人からも家賃を頂きます

よね。その家賃とこの８万5,000円が足されて大家

さんに、管理する方に行くということなのです

か。 

○小原功建築課長 市はそれぞれの４つの、４棟

のオーナーさんに対し毎月一定額、定額をお支払

いするという形を取っております。 

 入居者の家賃については、市のほうに入るとい

う形になります。 

○村椿敏章委員 わかりました。足されてるわけ

ではないですね。８万5,000円が大家さんのほうに

行くと。了解です。 

○小原功建築課長 全部ではなく４棟合わせた。 

 先ほど答弁しましたお部屋のタイプでございま

すが、２ＬＤＫと３ＬＤＫの２タイプでございま

す。 

○村椿敏章委員 この家賃補助の事業ですけれど

も、今後何年続くのでしょうかね。 

○小原功建築課長 20年度を借上げ期間としてお

りますので、平成19年度から契約をしたものにつ

きましては令和９年度、平成20年度契約は令和10

年度ということになります。ですので、あと７

年、８年といったところでございます。 

○村椿敏章委員 それでは、20年間家賃について

補助するという事業だということなのですね。 

 この20年過ぎた後、どのような形になるのです

か。 

○小原功建築課長 当初の契約におきましては、

20年度を契約期間とするものでございますので、

それ以降についてはまだ、20年度で終わることと

しているところでございます。 

○村椿敏章委員 その20年過ぎたときに今入って

いる人が出されてしまうのではないかとか、そう

いう心配も出てくると思うのですが、その点につ

いては検討はされているのでしょうか。 

○小原功建築課長 入居に当たりましては、借上

げ公営住宅の入居時に、その期限の設定があると

いうことをまず入居者のほうにはお伝えをしてお

ります。 

 また、当初の借り上げている住宅でございます

ので、当初オーナーさんとは20年たったら市営住

宅としての活用は終わるということで、民間の方

に入居ということになるかと思いますけれども、

そのようなことでの御説明をさせていただいてお

ります。 

○村椿敏章委員 説明はしているということです

ね。ただ、函館市では、調べてみると今年度ぐら

いで借上げ住宅を終わるようなところがあって、

どう対応するかというのを検討しているようなの

ですけれども、やっぱり市もどこか、中心市街地

の人がまたいなくなってしまわないような、そう

いう対策も必要と思うので、ぜひ検討していただ

きたいなと思います。 

 あと今70戸入っていますけれども、今後そうい

う借上げ住宅を造るという計画などはないのです

か。 

○小原功建築課長 現在、潮見団地の建て替え事

業を進めておりまして、こちらが令和９年度ぐら

いまで今予定をしているところでございます。 

 その他の団地につきましては、建て替えなどの

借上げを含めたそういった計画は持っていないと

ころでございます。 

○村椿敏章委員 借上げ住宅を造るときというの

は市の政策で始まるのですか、それとも建てる

方、建てたい方から要望があってこの事業が始ま

るのでしょうか。 

○小原功建築課長 この借上げ住宅につきまして
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は、町なか居住を進めるという部分での市の施策

として事業者を募ったものでございます。 

○村椿敏章委員 となると、市のほうから募った

ということですね。 

 今のところ予定はないということなのかと思う

のですけれども、28年のときに中央商店街の振興

組合がラルズ跡地の検討をしたとき、そのときに

も１階、２階部分に商業施設を入れて、３階から

５階までの間をアパートというかマンションにし

ようという計画があったみたいなのですが、この

ときについては特に問合せとか、そういうことは

あったのでしょうか。 

○小原功建築課長 まず町なか居住についてであ

りますが、何戸を予定するかということで、200戸

を町なかに住居を設けようと。その中で北海道に

も協力を頂き100戸建設を頂きました。当市におい

ては70戸を建設し、さらには高齢者向け優良賃貸

住宅まちんなか・あいむでございますけれども、

こちらを20戸整備させ、190戸ではございますが、

町なか居住に向け中心市街地のにぎわいに向け整

備をしたものでございます。 

 そういったことでございますので、町なか居住

については、建設時点で目的を達したというふう

に考えておりますので、委員が今おっしゃられた

ような上層の住宅の計画については、当建築課に

ついても相談等はございませんし、そういったと

ころでございます。 

○村椿敏章委員 中心市街地の計画というところ

では200戸を最初に予定していて、北海道に100戸

申請してそれが認められて、実際整備されたのは

約90戸ということですかね。 

 であれば、北海道に対して100戸に対してはほぼ

満たしているのでしょうけれども、もともとの想

定している200戸から見ると半分しかないというこ

とにはなると思うのですが、その点でいえば、中

心市街地のほうから話があったときに検討すると

いうことも当然必要だったとは思うのですが、い

かがですか。 

○小原功建築課長 先ほどの答弁の繰り返しにな

りますが、もともと計画としては200戸での計画で

ございました。北海道が100戸建設をされ、中央公

園団地、さらには旧営林署跡地での鉄南団地、こ

ちら合わせて101戸だったと思いますが、それに市

は今度独自に借上げ市営住宅70戸、それと高齢者

向け優良賃貸住宅20戸の90戸を整備したものでご

ざいます。合わせて190戸でございます。 

○村椿敏章委員 おおよそ道営住宅と合わせて約

200戸に近づいているということですね。わかりま

した。ぜひ今後も中心市街地の活性化に向けて、

いろいろ検討もしていっていただきたいと思いま

す。 

 次の質問ですが、網走港の特別会計、資料でい

きますと36ページ、まず利用状況について伺いま

す。 

 内貿ですね、内貿が31万3,000トン、それから外

貿が１万8,000トンということですが、この増減の

理由について伺います。 

○梅津義則港湾課長 網走港の利用に関する増減

ですが、まず外貿に関しては石炭の輸入量が減少

したということで、主な原因としては８万8,000ト

ンに減少しております。 

 内貿につきましては、麦と水産品の取扱量が増

えたということで31万3,000トンに増加をしている

という状況でございます。 

○村椿敏章委員 豪華客船はあれは内貿ですか。

内貿としてカウントされるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 客船に関しては貨物ではご

ざいませんので、この数値には影響はないもので

ございます。 

○村椿敏章委員 そういうことですね。すみませ

ん。 

 これはそうしたら貿易だから客船ではなくて、

小麦とか石炭とか、そういうものの貿易で使われ

ているもの、それのトン数ということですね。 

○梅津義則港湾課長 あくまでも貨物での輸入輸

出、あと国内での移入移出の数値でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 豪華客船が入ってきたときにはどういう収入と

なるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 客船が入ってきたときには

港湾の利用料が主な収入になります。少々お待ち

ください。 

 市の収入といたしましては、入港料と岸壁使用

料、給水使用料などが市の歳入ということになっ

てございます。 

○村椿敏章委員 それは１隻入ったら幾らぐらい

入るとかというのはありますか。 

○梅津義則港湾課長 昨年度の実績で申し上げま

すと、船の大きさによってかなり差はあるのです

が、昨年入った飛鳥Ⅱでいいますと入港料が５万

8,165円、岸壁使用料が60万6,215円、給水使用料

が14万8,457円、カレドニアンスカイでいいますと
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入港料が9,244円、岸壁使用料が３万5,952円でご

ざいまして、給水はございませんでした。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に、造成地の状況について伺いたいのですけ

れども、昨年売れているという状況ではないので

すが、その状況について再度問合せがあったとか

そういう部分も含めて、造成地の売却状況につい

て伺います。 

○梅津義則港湾課長 昨年度につきまして、土地

の売却につきましては実績がございませんで、以

前に購入された方の分割納入分として、歳入とし

ては282万5,347円が歳入ということになってござ

います。 

 昨年度はなかったのですが、今依頼が来ている

案件があります。漁業者からの購入打診が、今年

度ですね、ございまして、これはもうほぼまとま

りそうな案件が１件ございます。 

 それと、今購入検討中ということで交渉中であ

る、これも同じく漁業者のケースですが、こちら

が２件ございます。以上でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 売却用地のホームページで入っている売却用地

の位置図を見ると、１から11番までありまして、

それを合計すると７万6,000平米なのですね。この

37ページの資料でいくと、売却可能総面積は11万

9,000平米ということで４万3,000平米の開きがあ

るのですけれども、これはどういった開きなの

か、貸付けとかそういう状況ですかね。 

○梅津義則港湾課長 今、委員がおっしゃったと

おりでございまして、既にもう貸付けしていてす

ぐに売却できないような土地もございます。そう

いった部分については、数値として減ってホーム

ページに載せている状況でございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それで、赤字の解消の見込みについてなのです

けれども、全部売れた場合は幾らになるか、その

辺について伺います。 

○梅津義則港湾課長 令和２年３月31日現在で、

未売却の土地の面積につきましては11万9,021平米

となってございます。 

 現在、売却の単価が１平米当たり１万8,900円で

すので、全ての土地を一括で購入された方がいた

場合ですけれども、大面積特例の40％というのが

適用になりますので、そういった場合であれば13

億4,970万円になります。 

 平成31年度の繰上充用金でございますが、10億

6,829万円でございますので、土地が全部売れた場

合には赤字の解消ができるという見込みを持って

おります。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 それで、今空いている土地をいろいろ活用され

てはいるのですけれども、特にソーラーパネルも

あったと思うのですが、あのソーラーパネルを増

やすとかそういう計画はないのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 今、再生可能エネルギーの

関係でいいますと、ソーラーパネルということで

の引き合いは今のところございません。バイオマ

ス発電もしくは風力発電のメーカーから、風力発

電であれば一時的に風力発電用の羽根を置かせて

ほしいだとか、そういったような要望がございま

す。あとバイオマス発電に関しましては、燃料を

置く土地について今検討しているということで聞

いておりますが、ソーラーパネルということでは

ちょっとお話はないところでございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 港湾施設も町なかの活用方法というところでエ

リアの中に一緒に入っているのですよね。私が考

えたのは、これはちょっと妄想みたいな感じです

けれども、中心市街地と港湾施設のところを船で

結んで、港湾施設のところに駐車場として利用し

てもらって、そこから船で中心市街地のほうに

行ってとかそういう、何というのですか、ツアー

みたいな形で活用できないかなとかと考えたので

すが、今後はそういう新たな方向性とか、そうい

うことは検討はされているでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 新たな活用ということです

けれども、今、国のほうで進めている施策として

かわまちづくりの検討会というようなこともござ

いますので、そちらのほうで網走川を中心として

港湾まで含めて何か活用できないかというような

ことで今検討をしているところですので、もしか

したらそういった方向が出てくるかもしれないと

は考えております。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 次、石垣委員。 

○石垣直樹委員 決算書の225ページ、除雪事業で

ございますが、前年度に比べて約6,400万円減額と

なっております。除雪日数が40日間ということ

で、これは単純に雪が少なかったから減額された

ということでよろしかったですか。 

○澁谷一志都市管理課長 除雪状況でございます
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が、昨シーズンは特に全国、全道的にも少雪な状

況でありまして、当市においても３年連続少雪

で、中でも昨シーズンは特に少なかった状況でご

ざいます。 

 除雪状況の回数ですが、昨シーズンは一斉除雪

が８回、前年度が12回でしたので前年比67％、一

部除雪が41回、昨シーズンが67回で前年比61％

と、かなりの減少になったために決算としてはか

なり安く済んだという状況でございます。 

○石垣直樹委員 昨年は雪が少なかったと思いま

すが、雪が少なくてもこれぐらい最低はかかると

いうことでよろしかったですか。 

○澁谷一志都市管理課長 このような少雪の状況

でありましたので、冬の除雪を委託しております

管理組合のほうからも、最低保障の要望というの

が出されました。除雪業者は降雪の多い少ないに

関係なく除雪作業に必要な車両の維持、あと人件

費を一定に確保しているものですから、これを踏

まえて当市においては、今シーズンのような少な

い年でも実績が少ない場合でも経営に大きな負担

となりますから、この天候に左右されず安定的な

除雪ができるように最低保障を見直したところで

ございます。 

○石垣直樹委員 最低保障を見直したということ

は、もともと最低保障があってそれが変更になっ

たということでよろしかったですか。 

○澁谷一志都市管理課長 今までは夏仕様から冬

仕様に変更する経費や定期点検費用の一部また借

上げ車両の保障をしていたのですが、契約額の何

割を保障するという取決めはなかったものですか

ら、今回のこの状況を踏まえまして、当初契約と

いうか想定していました時間の80％を下回る場合

は80％までは最低保障をするというふうに適用し

たところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 続きまして227ページ、みなと観光交流センター

魅力向上検討事業についてお伺いいたします。 

 これは２月から３月の間400件のアンケート調査

を行ったと書かれておりますが、結果はいかがで

したか。 

○梅津義則港湾課長 魅力向上検討事業について

ですが、こちらの事業、平成31年１月で開館10年

を迎えた道の駅につきまして新たな魅力を検討し

て入館者数を伸ばしていくといったようなことを

目的に行っている事業でございます。 

 昨年度につきましては、アンケート調査を行い

まして400件のサンプルを得ております。 

 結果についてですが、おおむねトイレ、駐車

場、売店、フードコートにつきましては、来られ

た方、平均点以上の点数をつけていただいたとい

うような結果でございます。 

 また、道の駅にあったほうがいい施設というこ

とでアンケートの調査内容になってございます

が、この結果についてはコンビニエンスストアで

すとか、入浴、温浴施設ですね、温浴施設などが

比較的多く回答があったところでございます。以

上です。 

○石垣直樹委員 その結果を踏まえて、今後どの

ようにしていくのか教えてください。 

○梅津義則港湾課長 今回、この結果を基礎資料

といたしまして、今年度につきましては入居者で

ある網走市観光協会ですとか、道東観光開発、そ

れと網走商工会議所、そのほか道の駅の行政です

とか港湾行政に関する網走開発建設部の担当者を

交えた魅力向上検討会議を開催をしているところ

でございます。これまで３回ほど開催をしており

まして、今後必要な要素などについて議論を重ね

ているところでございます。 

 今後、先進的な取組をしている道の駅などを参

考にヒアリングなども実施しながら、あと数回こ

の会議を開催いたしまして方向性を出していきた

いというふうに考えております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 ちなみに、この決算額39万6,000円はアンケート

を実施するのにかかった費用かと思いますが、こ

れは委託されたものですか。 

○梅津義則港湾課長 これは委託で実施したもの

でございます。 

○石垣直樹委員 委託先はどちらになりますか。 

○梅津義則港湾課長 網走市観光協会でございま

す。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 400件のアンケートを実施するのにかかった費用

ということで、少しいかがなものかと思うところ

もございますが、理解いたしました。 

○立崎聡一委員長 石垣委員の質問の途中です

が、ここで休憩いたします。10分。 

午前11時02分休憩 

午前11時13分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 石垣委員の質疑を続行いたします。 
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○石垣直樹委員 続きまして231ページ、空き家バ

ンク事業についてお伺いいたします。 

 成果はいかほどだったかをお示しください。 

○小原功建築課長 空き家バンク事業につきまし

ては、市内の不動産業者等が全国へ発信する場合

に、北海道と連携した空き家バンクを活用して周

知をしているものでございますけれども、昨年度

の実績につきましては、登録件数が５件、売買さ

れたものが５件でございました。 

○石垣直樹委員 では成果があったというふうに

受け止めさせていただきます。 

 続きまして、同じページの家賃収納向上対策事

業についてお伺いいたします。 

 これは市営住宅の家賃の収納に関するものだと

思うのですが、滞納状況はいかがなものでしょう

か。 

○小原功建築課長 家賃収納向上対策事業につき

ましては、悪質な滞納者につきまして訴訟を行う

ものでございますが、その対象となる９か月以上

の方は26名いたところでございます。 

○石垣直樹委員 わかりました。ありがとうござ

います。 

 私からの質問は以上でございます。 

○立崎聡一委員長 次、永本委員。 

○永本浩子委員 すみません。それでは、成果等

報告書のほうからお聞きしたいと思います。 

 最初に65ページの住環境改善補助金についてお

聞きしたいと思います。 

 昨年も申請件数が前年度より80件も増えて、平

成31年度も28件の増ということで、かなりの方に

活用されていると思います。うれしく思っており

ます。 

 ただその中で、太陽光発電やペレットストーブ

はもうほとんどゼロという状況だと思いますけれ

ども、その理由というのはどのように捉えられて

いるのでしょうか。 

○小原功建築課長 ペレットストーブ、太陽光発

電ともに昨年度の実績はゼロ件で、平成28年度か

らこの住環境改善資金のほうでも補助を行ってき

ていますが、２年で各１件ずつというような、そ

のような状況でございます。 

 こちらにつきましては、太陽光発電につきまし

ては平成24年度までは建てられる住宅の９割ほど

がオール電化住宅ということでございましたが、

平成25年度から電気料金の大幅な料金改定という

のがありまして、そこから年々太陽光発電、この

住環境改善資金は新築のものにもつけられていま

すのでそういった御利用があったのですけれど

も、現在オール電化の住宅が20％台という状況も

ございまして、太陽光発電に対する設置したいと

いう方がなかなかいらっしゃらないのかなという

ふうには考えております。 

○永本浩子委員 かなり電気代の高騰によって、

そういった状況が生まれてきているということで

理解させていただきました。 

 ペレットストーブというのは今、何かほとんど

使われていないような気もするのですけれども、

このペレットストーブというのはどうなのでしょ

うか。 

○小原功建築課長 ペレットストーブにつきまし

ては、ペレットを間伐材等を利用したものを燃料

にするものでございますけれども、火を見る暖か

さというものがあって、実績でいきますと２年に

１件程度でございますが、そうしたことでペレッ

トストーブを設置したいという方がいらっしゃい

ますが、大半の方は燃料の供給に手間がかかると

かそういったこともございまして、なかなか普及

していないのかなというふうには考えておりま

す。 

○永本浩子委員 それでも、この対象としてペ

レットストーブを入れてあるというのは、それは

何か理由があるのでしょうか。 

○小原功建築課長 もともと農林課のほうで林業

の活性化というか、間伐材の有効活用といった部

分で補助を持っていたものでございますが、平成

28年度この住環境改善資金のほうに制度を一本化

した事業でございます。ですので、そういった林

業に資する部分というのを目的といったものはご

ざいます。現在も進めているところでございま

す。 

○永本浩子委員 では、太陽光発電は再生エネル

ギーの活用という面とペレットストーブは間伐材

の再利用ということで、そういった意味合いで補

助を出しているということで理解させていただき

ました。 

 また、一般世帯がかなりまた増えているかと思

うのですけれども、この一般世帯の使われ方、例

えば高齢化が今徐々にというか、かなり増えてお

りますけれども、そのためのバリアフリー化等が

増えているというのが理由なのでしょうか。 

○小原功建築課長 一般世帯、子育て世帯総じて

でございますが、住宅の屋根や外壁の塗装工事が
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一番多い状況でございます。 

 あと多いものでいきますと、窓の断熱化、さら

には水回り、キッチン、ユニットバス、トイレ、

そういったものの整備が主な補助の対象として申

込みをされているものでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。では、バリアフ

リー化というのはそれほど利用はされていないと

いうことですね。 

 そしてまた、今回目的の欄に空き家の有効活用

を促進するとともにということが、去年と違う内

容が載っているのですけれども、この空き家の有

効活用を促進するという、その意味はどういった

形なのでしょうか。 

○小原功建築課長 空き家を改修されて住まわれ

るという方が年々増加してきている状況でござい

ます。平成29年度は空き家を改修して住まわれた

方が９件だったのですが、平成30年度には12件、

また平成31年度には21件と大きく増加をしている

ところでございます。 

 こうした状況も受けまして、本年度空き家を改

修された方については補助額の上限額を増額させ

ていただいているところでございます。 

○永本浩子委員 空き家の利活用にも非常につな

がっているということで、とてもいいことだと

思っております。ますますこういった流れが出て

くるといいのではないかと思っております。 

 また去年も聞きましたけれども、経済効果がや

はりこういった住宅関係の事業というのは大きい

と思いますので、工事額の1.5倍から２倍ほどの経

済効果があるということで去年お聞きしましたけ

れども、平成31年度については具体的には金額で

どれぐらいの経済効果があったということになる

のでしょうか。 

○小原功建築課長 31年度の申込み件数220件の実

際にかかった工事の契約額でございますが、これ

が４億2,700万円でございましたので、経済波及効

果1.5倍で計算をいたしましても約６億4,000万円

の経済効果があったものというふうに推定をして

おります。 

○永本浩子委員 大変、網走市にとっても有効な

事業だと思いますので、さらにまた活用していた

だけるようにぜひお願いしたいと思います。 

 続きまして、66ページの空き家等解体事業補助

金ですけれども、先ほどから２名の委員の方が聞

かれておりましたけれども、昨年の決特のとき

に、平成31年９月時点での状況をお聞きしたとき

に、危険空き家が２件解体されたとの答弁で大変

よかったと思っていたのですけれども、今回報告

書によりますと特定空き家が１件になっているの

ですけれども、その理由はどういったことなので

しょうか。 

○小原功建築課長 昨年２件されたというふうに

答弁をいたしましたが、申請があったということ

でございまして、その後年度内に工事を行うこと

で所有者の方と協議を進めてきたのですが、やは

りちょっと解体する資金的な面が大きな部分だっ

たのですが、解体には至らなかったので、結果と

して１件の解体でとどまったということでござい

ます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 年度をまたいで、令和２年度にそちらの危険空

き家、特定空き家が解体されたのだと思います。 

 令和２年度も今定例会の補正で相当上回る申請

が見込まれるということで、当初予算290万円に

200万の補正が組まれて490万円になりましたが、

改めて現時点での申請状況をお聞きしたいと思い

ます。 

○小原功建築課長 本年度の申請状況でございま

すが、９月の補正のときの御説明時と変わらず申

請状況が、危険な空き家が３件、旧耐震基準の空

き家の解体が４件、合計で７件、今解体工事が進

んでいるところでございます。 

○永本浩子委員 それを上回る申請が予想される

ということで、今回の補正になったと思います。 

 ただ本当にこの危険空き家の解体がこの３件と

去年の１件を入れて４件ということで、ここが進

んでいるということは大変うれしいことだと思っ

ておりますけれども、その要因はやはりこの解体

の補助金ができたということが大きな要因だとい

うことなのでしょうか。 

○小原功建築課長 特定空き家につきましては先

ほども申しましたように、生活環境課のほうで指

導等を行っております。その際、建築課のほうで

こういった補助の事業があるということを周知を

していただいております。 

 また、固定資産税の納税通知を活用いたしまし

て、当市の空き家対策、空き家バンク事業につい

ての周知を行っていることから、徐々にですが解

体も、この事業を活用されての解体も進んできて

いるのかなというふうには考えております。 

○永本浩子委員 固定資産税の用紙の中に入れて

いるというのは、もう大変効果的だと私も思って
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おります。これからまたますます解体がきちんと

進んでいくように取り組んでいただきたいと思っ

ております。 

 続きまして69ページ、駒場公園施設改修事業な

のですけれども、1,077万7,000円ということで予

算決算ともに同額で出ておりますけれども、駒場

公園は大変広くて立派な公園で、改修するに当

たってはかなりのお金がかかるのは本当によくわ

かるのですけれども、通るたびに遊んでいる子供

とか利用している方の姿があまりないというのが

前からちょっと私も気になっておりまして、どれ

ぐらいの方が利用されているというのは市のほう

としてはつかんでいらっしゃるのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 駒場公園の利用の人数な

のですが、正確に一日一日カウンターを置いてど

れぐらいの利用者がいらっしゃるかというのは把

握はしておりません。 

 昨年、都市公園のアンケートを実施いたしまし

て、昨年の令和元年12月にアンケートを実施した

結果では、住民登録のあるゼロ歳から12歳のお子

様がいる方、それから65歳から79歳の方を無作為

に抽出いたしまして、3,000人の方にアンケートを

実施しております。 

 そのアンケートの中では、駒場公園が一番利用

されているというアンケート結果になっておりま

すので、市内にある公園の中では利用頻度の高い

公園ということで、こちらのほうは捉えていると

ころでございます。 

○永本浩子委員 利用されているということで

ちょっとそれを聞いて安心いたしました。 

 かなり広いので、通ったときにはなかなかそう

いう人の影が見えないことが多かったのですけれ

ども、立派な公園なので有効に活用していただい

ているのでしたら安心いたしました。 

 続きまして、スポーツ・トレーニングフィール

ド公園施設改修事業について、先ほど澤谷委員か

らも質問がありましたけれども、ちょっと私もこ

の予算現額と決算額なのですけれども、当初予算

1,500万円で、令和２年３月の今年の１定で7,100

万円が補正で組まれて8,600万円となって、その

7,100万円が令和２年度に繰り越されたということ

で、それよくわかっているのですけれども、そう

すると予算現額の9,999万9,000円と決算額2,899万

9,000円というのは、今年の３月のときの説明とし

ては、補正前の1,500万円を既に大型遊具で使われ

たということで、その後今年度令和２年度に7,100

万円分のテニスコートとか、ドームのＬＥＤと

か、おもしろ自転車等の改修をしますというお話

だったと思うのですけれども、この数字はどうい

うふうに捉えたらいいのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 スポーツ・トレーニング

フィールドの当初予算1,500万円でございますけれ

ども、当初大型遊具を更新するに当たって、予定

としては1,500万円規模になるだろうということで

動いておりました。同じ事業の公園、駒場公園の

施設整備事業から実際に遊具の金額が大きく金額

が変更になったものですから、駒場公園の予算か

ら流用させていただいて、当初1,500万円というこ

とで予算を計上しておりましたけれども、決算と

しては2,899万9,000円ということで大型遊具の更

新を行わせていただいて、その代わりに駒場公園

の木製の転落防止柵の延長を若干短くさせていた

だいたというのが内容でございます。 

○永本浩子委員 それでは、実際にかかったのは

2,899万9,000円で、8,600万円に駒場公園のほうか

ら流用した分がプラスになって予算現額に足され

ているということでよろしかったでしょうか。 

○立花学都市整備課長 そのとおりでございま

す。 

○永本浩子委員 その2,899万9,000円かかったと

いう、その複合遊具施設というのはどういうもの

なのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 もともとスポーツトレー

ニングフィールドにあった遊具の内容と同等のも

のを鋼製で更新しようということで当初計画をし

ていたのですが、実際に鋼製の遊具メーカーの見

積りの状況については、うちとしてももっと充実

した遊具、例えば滑り台であるとかブランコであ

るとかいろいろな遊具があるのですけれども、複

合的に皆さんの利用頻度の聞き取り等も勘案し

て、同じような規模にするためにはもう少しグ

レードを上げざるを得なかったというのがありま

して、内容的には滑り台の面積を広くしたために

金額が増えている状況でございます。 

○永本浩子委員 前よりもグレードを高くという

ことで約倍の金額になったということだと思いま

すけれども、遊ぶ子供たちとかの安全とかそう

いった面を考えてということでよろしかったので

すよね。 

○立花学都市整備課長 安全面については、遊具

メーカーのほうでは既製の規格に合った、安全に

特化した規格で造られておりまして、安全に考慮
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するために地面に人工芝を敷いて、通常、天然芝

を張るのですけれども、維持管理をする上で遊具

を傷つけて長寿命化が図れないということがあっ

てはならないということで、実際の天然芝から人

工芝にちょっと高額にはなるのですけれども、そ

ういった安全面の配慮としては行っている状況で

ございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 また多くの方に利用していただけるように願っ

ております。 

 次、70ページの非常用電源整備事業についてお

聞きしたいと思います。 

 数年前の大雨のとき、山里地区を私も見に行き

ましたけれども、藻琴川の周辺は本当に湖状態で

大変だったことを覚えております。大変大事な事

業だと思いますけれども、排水ポンプの電源が今

回３か所設置されたということなのですけれど

も、まだ設置されていない箇所というのはあとど

れぐらいあるのでしょうか。 

○石井公晶都市管理課参事 非常用電源整備事業

に関するお尋ねですけれども、現在計画している

整備箇所につきましては、あと山里地区において

３か所今年度整備をする予定をしております。 

 またその他、大曲地区の網走川沿いのところも

今後整備していくかどうかという必要性も含めて

検討していきたいというふうに考えてございま

す。 

○永本浩子委員 ぜひ、またきちんと検討してい

ただいて、必要ならばつけていただきたいと思っ

ております。 

 そしてこの肝心な排水ポンプというのは足りて

いるのでしょうか。 

○石井公晶都市管理課参事 排水ポンプにつきま

してもこの事業の中で整備するものを加えて、も

ともと都市管理課のほうで所有しているポンプ等

もございますので、そういったもので対応してい

きたいというふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 わかりました。ぜひその辺のと

ころをよろしくお願いいたします。 

 次に、71ページの港湾海岸漂着物等処理事業な

のですけれども、この予算現額200万円は委託料と

して補正されたと思ったのですけれども、決算額

が95万7,000円というのは、これどうして半額に

なったのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 こちらの事業ですが、予算

のときには木くずですとかごみですよね、漂着物

が60トン程度を見込んで予算を組んだのですけれ

ども、実際にやってみましたら木くずが9.8トン、

廃プラが0.8トンということで、想定したよりも漂

着物が少なかったということでその分の委託料、

もしくは処理料ですね、そういったものが安く収

まったという状況でございます。 

○永本浩子委員 漂着物が少ないほうがいいと思

いますので、半額で済んでよかったと思います。 

 この漂着物の処理事業なのですけれども、年何

回かやるような形になっているのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 こちらは毎年やっているよ

うなものではございませんので、前回やったのは

平成26年ということでございまして、何年かに１

回漂着物の状況を見ながら実施している事業にな

ります。 

○永本浩子委員 では、毎年何回かというのでは

なくて何年かに１回という形で行われているとい

うことで確認させていただきました。 

 網走港海岸保全区域内というのは、具体的には

網走港の全体という形でよろしいのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 実際の場所ですけれども、

西防波堤といいますか、海岸町のほうの地域にな

りますが、水産加工会社等が並んでいる地域でご

ざいますけれども、そちらのほうから二ツ岩まで

は行かないのですけれども、そこまでの海岸とい

う地域になってございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 次に、72ページのみなと観光交流センター魅力

向上検討事業、先ほども石垣委員のほうから質問

がありました。詳しく聞かせていただきましたけ

れども、１点だけ今後の方向性のところで、先ほ

ども答弁されていましたけれども、先進的な取組

を行っている道の駅の視察を行って検討していき

たいという答弁がありましたけれども、具体的に

はどこの道の駅でどのような先進的な取組をして

いるのか教えていただきたいと思います。 

○梅津義則港湾課長 新しくできた道の駅ですと

かリニューアルをした道の駅とかが中心になりま

すけれども、道南のほうでいいますと「なない

ろ・ななえ」ですとか、あと「Ｄ５１あびら」で

すか、そういったところが新しくオープンして入

館者数が多いというようなこともございます。あ

と、道東でいいますと士幌ですとか、そういった

ところもリニューアルオープンしている施設もご

ざいますので、あとは一番入館者数が多いところ

でいいますと伊達ですね。伊達の道の駅は非常に
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入館者数が多いということもございますので、そ

ういったところを参考にヒアリングをしたいとい

うふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 ちょっとコロナでなかなか行き

来というのは難しい時期になってしまいましたけ

れども、ぜひそういったところ、新しいところを

見て勉強していただいて、網走の道の駅もより魅

力が増すようにしっかり取り組んでいただきたい

と思います。 

 続きまして、決算書のほうの231ページ、網走川

筋環境整備事業についてお聞きしたいと思いま

す。 

 昨年も国のほうのこれはボックスカルバートの

取付けの遅れで市のほうの事業にも遅れが出てし

まいましたけれども、今回当初予算が470万円でし

たけれども、これも令和２年３月の定例会で271万

4,000円を令和2年度に繰り越すという形でなりま

した。決算額も121万円ということで、やはりこの

ボックスカルバートの取付けの遅れの影響で、市

のほうの工事も少し遅れぎみになっているという

ことでこういう形になったのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 昨年の網走川筋環境整備

事業でございますけれども、今、委員からお話が

あるように、網走橋にボックスカルバートの整備

工事を国のほうで行っていただきました。私たち

の事業の中では、ボックスカルバート内につける

照明、それから前後につける照明を予定していた

ところですけれども、完成の時期が国の整備の川

筋事業が遅れたということで、今年度整備は終

わっておりますが、31年度については繰越しをさ

せていただいて予算現額と決算金額が乖離がある

という状況でございます。 

○永本浩子委員 市のほうの照明の取付けの工事

は終わってはいるけれどもということは、当初予

算470万円をかけてやろうと思っていた仕事の内容

の全てが終わっていないから繰越しになったので

すよね。 

○立花学都市整備課長 今回121万円が決算額に

なっておりますけれども、照明灯のほかに案内看

板を設置する計画でございましたので、案内看板

４基につきましては31年度に設置を終わっている

状況でございます。 

○永本浩子委員 わかりました。では、案内看板

の分が今年度にずれ込んだということで了解いた

しました。 

 平成34年の完成目標に向けて、国のほうとの兼

ね合いもあるかと思いますけれども、取り組んで

いただきたいと思います。 

 次に、家賃収納向上対策事業についてお聞きし

たいと思います。 

 先ほどもちょっと質問がありましたけれども、

昨年の決特で、いわゆる悪質と言われる７か月以

上の滞納者が全体の約３％もいるというお話を

伺って私も本当に驚きましたが、平成31年も約150

万円がかかったということは、訴訟もしくは強制

執行という案件がやはり何件かあるということで

しょうか。何件ぐらいあるのでしょうか。 

○小原功建築課長 150万円の決算額ですが、平成

30年度から継続された分の支出が一部入っており

ます。また平成31年度においては、訴訟の提起は

２件行ったところでございます。 

○永本浩子委員 まだ２件訴訟を抱えているとい

うことで了解いたしました。 

 今心配しているのは、今後コロナの影響で家賃

が払えないという人が増えるのではないかという

ことを私も心配しているわけなのですけれども、

市として何かその相談体制とか、そういったこと

は考えているものがあるのでしょうか。 

○小原功建築課長 市営住宅につきましては、従

前より家賃の減免制度というものを設けてござい

ます。こうしたものの活用につきましては全戸配

布いたします住宅だより、そういったものにもコ

ロナの影響がある場合には相談をということでの

周知をしているところでございます。 

○永本浩子委員 そういった減免制度をぜひ活用

していただいて、市営住宅の方、かなり１か月２

か月の滞納の方が相当数いるという、平常でもか

なりの方がいらっしゃるというお話を去年も伺い

ましたので、本年度来年度にかけては結構そう

いった対応がかなり増えてくるのではないかなと

思いますので、原課も大変かと思いますけれど

も、より多くの方がそういった制度も使いながら

市営住宅で安心して暮らせる体制を取っていって

いただきたいと思います。 

 次に、網走新港についてお伺いしたいと思いま

す。資料のほうの37ページ、38ページですね。 

 先ほども村椿委員のほうからも質問がありまし

たけれども、私も能取工業団地のほうはもうかな

り赤字が２億円を切りまして先が見えてきたので

すけれども、網走新港に関しては平成29年から３

年間土地の売却がないということで、ちょっと行

き詰まった感が拭えないかなと思って心配してい
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たのですけれども、先ほどの答弁ですと、１件が

前から相談はあるというふうに言われていた方な

のかなと思うのですけれども、まとまりそうだと

いうことと、さらにもう１件少しその話が出てい

るということだったのですけれども、その１件が

まとまりそうだという方の売却の土地の広さとい

うのはどれぐらいになるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 まず今回契約がまとまりそ

うな１件についてはまた新たな１件で、今まで交

渉していた方は継続協議中だということで、その

点をお伝えしておきます。 

 売却面積でございますが、今回約1,000平米が売

却になる見込みでございます。 

○永本浩子委員 1,000平米ということで、もしそ

の方が買っていただけたら11万8,000平米ぐらいに

未売却地が減るということだと思うのですけれど

も、ちょっとまだまだ先が長いかなという、やは

り新たな方というのは市内の漁業関係の方なので

しょうか。 

○梅津義則港湾課長 今、委員がおっしゃったと

おり、市内の漁業関係の方でございます。 

○永本浩子委員 今までやはり市内の漁業関係の

方が一番買っていただける、また利用していただ

けるターゲットになってきたかと思うのですけれ

ども、市外とか全国という、大きく視野を広げた

形というのはやはり難しいのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 今回売れたのは漁港区なの

ですけれども、商工区ですとかそういったところ

では、先ほどもお伝えしましたバイオマス関係で

すとか、そういったところからも引き合いが来て

おりますので、そういった意味では全国的な売却

も視野に入れてということになりますが、漁港区

でいいますとやはり市内の方が中心になるのかな

というふうに考えてございます。 

○永本浩子委員 でも、その商工区のほうでバイ

オマス関係とか風力発電関係のほうの方がもし

買っていただけるとなると、かなり未売却地が

減ってくるのではないかと思うのですけれども、

その辺はどうなのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 ちょっと先が見えない話な

のでまだ限定的なことは申し上げることできませ

んけれども、やはりそういった企業が購入すると

なると、やはり１万平米ですとかそういった面積

を購入されるといったようなことになってござい

ますので、未売却地については確実に減ってくる

見込みでございます。 

○永本浩子委員 ぜひ、そういった方向も少し明

るい材料として見えてきたのかなと思いますの

で、そういったところへの働きかけもしっかり取

り組んでいっていただきたいと思います。 

 次に、38ページのほうの年次別港湾統計のほう

でちょっとお聞きしたいのですけれども、外国の

入港船舶が平成26年まで40隻以上あったのが平成

27年から９隻というふうに、急激に減っているわ

けなのですけれども、ロシアからの原木が入港し

なくなったのは平成22年からで、外貿の石炭、そ

の他もそれほど、今回ちょっと減りましたけれど

も大きな変動はないわけなのですけれども、平成

26年から27年、ここまで急激に減ったというのは

どういう理由になるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 主にはロシアの水産品の輸

入をする船が入らなくなったものでございます。 

○永本浩子委員 外貿のほうには原木と石炭とそ

の他ということなのですけれども、ロシアからの

水産品というのはその他のほうに入っていたとい

うことなのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 そうですね。海外からの輸

入でございますので、その他というところになっ

てございます。 

○永本浩子委員 でも、その他のほうの数字的に

はそれほど変動がないといいますか、なので、去

年の答弁のときに、ロシアの原木と水産品が来な

くなったことが大きな要因というふうにお話あっ

たのですけれども、ロシアの船が来なくなったの

は平成22年で、26年までは40隻、105隻あったのが

減ってはいますけれども、27年にかけて40隻が９

隻というのはあまりにも大きな差なので、そこは

ちょっとロシアとは違うのではないかなと思った

のですけれどもどうなのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 すみません、ちょっと確認

いたします。 

○永本浩子委員 今、調べていただくということ

で。 

 それでは、漁船外というふうに書かれてある、

この漁船外というのは具体的にはどのような船に

なるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 こちらは主に漁船というこ

とで、漁船ほかということでございます。 

 市内の漁師さんですとか、そういった船が入港

しているという回数になります。 

○永本浩子委員 漁船ほかということですね。わ

かりました。平成31年１万7,106隻ということで、



 

－ 73 － 

かなり増えているのでちょっと期待したのですけ

れども、了解いたしました。 

 それと、外貿の石炭が１万9,268トン減ったとい

うことで、年によって変動があるのですけれど

も、この理由というのはどういったところにある

のでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 外貿の１万9,000トンが減っ

た理由ということでございますか。 

 こちらについては、石炭が昨年度については輸

入量が少なかったのですが、逆におととし石炭の

単価も安かったということがあって多めに輸入を

していたのですね。ですから、この在庫調整で去

年は少なめに購入されているという状況でござい

ます。 

○永本浩子委員 よくわかりました。単価の関係

で、少し前倒して安かったときに多めに入れてい

た分が跳ね返っているということですね。了解い

たしました。 

 それと、内貿のほうの麦なのですけれども、前

年比１万5,926トン増えているということで、麦に

関しては年々増えてきていて、小麦の集出荷施設

ができたおかげだなというふうに思っているわけ

なのですけれども、今度麦乾施設がまた新しくな

るということで、今後さらに増えるというような

見込みというのは何かあるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 麦乾施設のほう今建築もし

ていますけれども、種類が増えるといったような

こともあって増設もしているといったようなこと

はございますので、あそこの集出荷施設での取扱

量は、あそこに入る容量というのはそう変わりま

せんので、その点でちょっと確実に増えるという

のは今この場では言えないような状況です。 

○永本浩子委員 それでも年々小麦、麦のほうは

増えているので大変ありがたいなと思っておりま

す。 

 あと水産品なのですけれども、平成26年から

ちょっと下がり続けていたのですけれども、平成

30年、31年でかなりまた増えてきていますけれど

も、その要因というのは何かあるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 昨年度についてはホタテが

かなり取れたというようなこともあって、そう

いったところでの移出量が多かったのかなという

ふうには思っておりますが、ちょっと30年度につ

いてはちょっと把握しておりません。 

○永本浩子委員 ホタテのおかげということで、

よくわかりました。ちょっとこのコロナの関係で

この後が心配ですけれども。 

 同じく、内貿の重油石油製品がかなり減る一方

なのですけれども、これはどういった理由なので

しょうか。 

○梅津義則港湾課長 こちらのほうは、昔石油を

入れておく石油タンクですね、大きなタンクが

あったと思うのですけれども、あれもちょっと企

業のほうが撤退をしてしまいまして、それで取扱

量が少なくなっているという状況にございます。 

○永本浩子委員 企業の撤退ということで、原因

がよくわかりました。 

 増えたり減ったりということで、その年によっ

ても様々な要因であるかと思いますけれども、36

ページの平成30年前半の目標、計画ということで

出ていて、今50％行かない状況が平成31年はある

わけなのですけれども、あと３年、前半というと

あと３年ぐらいになるかと思いますけれども、あ

と３年で計画目標を達成するためには、内貿外貿

で何に力を入れて取り組んでいこうと考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 やはり計画を立てた時には

海外からの木材ですとか、そういったものの取扱

いも順調に行われていましたし、先ほど言ったよ

うな石油、原油関係についても取扱いがございま

したので、そういった時点での計画を目標にして

いたので、この計画どおりに数値を達成しようと

いうのはなかなか厳しい状況ですけれども、先ほ

ども申し上げましたバイオマス発電の燃料が今後

こちらのほうで取り扱っていただけるといったよ

うなことになりますと、やはり何万トン単位とい

うようなことで増えてきますので、そういったと

ころには力を入れていきたいというふうに思って

おります。 

○永本浩子委員 そうですね、バイオマス発電も

３号機ができてヤシがらの輸入がスタートする

と、かなり網走としても港を使ってもらえるとい

う希望があるかと思いますので、ぜひそういった

ところも取り組んでいただきながら、ちょっと最

後になりますけれども、今までかなり力を入れて

大型クルーズ船の誘致に頑張ってきたわけなので

すけれども、今回コロナの影響でクルーズ船の中

でかなりコロナが広まってしまったということも

ありまして、かなり今度クルーズ船に関しては厳

しい状況になってくるのではないかなと思うので

すけれども、今からそれに代わるものを何か考え

ていかなくてはならないと思いますけれども、そ
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のような検討は現在されているのでしょうか。 

○梅津義則港湾課長 代わるものという検討はし

てございませんで、実際コロナウイルスの感染に

よりクルーズ船についてはかなり厳しい状況が続

いているといったような状況ですけれども、今、

国ですとかクルーズ船の運航会社、そういったと

ころもガイドラインを定めて何とか再開できない

かといったようなことでやっているところでござ

います。 

 港湾課としても、今後その具体的な感染対策等

については調整していくといったようなことにな

るのですが、振興局ですとか保健所、あとはそれ

を所管する振興局ですね、あと入管、税関、検疫

などの国の機関ですとか、網走地区消防組合など

と協議をしながら、発表されたガイドラインに基

づいて取組をしていかなければならないというふ

うには思っております。 

 いずれにいたしましても、クルーズ船がこのま

まクルーズ事業がなくなるということはないとい

うふうに思っておりますので、関係者と一丸と

なって、悪いイメージがついてしまっていますけ

れども、そういったイメージを挽回しつつ今後も

誘致には取り組んでいきたいというふうに考えて

おります。 

 先ほどの、当市の水産品の関係でございます

が、ほとんどがドロマイト、その他の欄、数値で

すね、ドロマイトという土壌改良材の鉱物ですの

でかなり重たいというようなこともありまして、

水産品のこの中に含まれてはいるのですが、それ

ほど数値的には影響の出てこないというか、回数

的には多いのですけれども、トン数的には少ない

といったようなものになりますので、こちらのほ

うに含まれているといったようなことで間違いは

ございません。 

○永本浩子委員 コロナの影響、本当に全世界的

でどこも大変な思いをしている真っ最中かなとは

思いますけれども、本当に今後数年は日本船籍に

力を入れざるを得ないのではないかなと思ってい

るところですけれども、せっかく積み上げてきた

実績等ありますので、ぜひそれがまた生かせるよ

うに取組をお願いしたいと思います。 

 私の質問は以上で終わらせていただきます。 

○立崎聡一委員長 ここで、昼食のため休憩しま

す。再開は午後１時とします。 

午後12時05分休憩 

午後１時00分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

○小田部照委員 決算書の229ページ、公園緑地管

理事業について伺います。 

 まず市内には公園施設というのは100近い、97か

所でしたか、100近い公園あると思うのですけれど

も、こちらの修繕事業の決算で数字ありますけれ

ども、何か所ぐらいの修繕にかかったものなの

か、全体の公園数と実績について伺います。 

○澁谷一志都市管理課長 公園の数ですが、市内

には公園が89か所ばかりございます。都市管理課

で管理している公園というのは84か所ございま

す。 

 こちらのほうの修繕の件数ですが、こちらの管

理事業で行っている修繕は簡易的な修繕を行って

おりまして、昨年は47件で140万円ほどになってお

ります。 

 失礼いたしました。こちらのほうにつきまして

は、公園のフェンス、損傷が著しいところの２か

所を行っております。 

○小田部照委員 この662万円の内訳はフェンスを

２か所改修した費用ということなのでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 こちらのほうは遊具の

修繕が15件で130万円ほどになっておりまして、先

ほど私が説明いたしました損傷している公園のフ

ェンスの著しいところにつきましては、２か所で

290万ほどになっておりまして、ほかは公園のトイ

レの工事とか、そのようなものになっておりま

す。 

○小田部照委員 それでは、全体で修繕した公園

の箇所数というのは何か所なのでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 手元の資料には全体の

やった公園の数というところまでは把握はしてお

りません。時間を、ちょっと確認していただい

て。今ちょっと確認いたしますので、答弁は後ほ

どにしたいと思います。 

○小田部照委員 わかりました。 

 都市管理課所管で84か所の公園を維持管理して

いるということなのですけれども、そこの修繕に

当たった費用だとは思うのですが、市内の全体の

公園89か所のうち84か所だとしても、よくピンク

テープとかで老朽化して使えないまま放置されて

いるような公園の遊具というのはあるのですけれ

ども、そういうふうに改善されていない、そのま

まの使用禁止になったままの箇所というのはどれ
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ぐらいの数あるのでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 誠に申し訳ありません

が、こちらのほう、数まではちょっと把握してご

ざいません。 

○小田部照委員 細かな数は把握していないとい

うことなのですけれども、修繕が必要もしくは老

朽化して使用ができないということで費用のかか

ることなので、使用禁止のままにしているという

ような状況にあるのだと思いますが、大きい公園

では南公園が、もうずっと何年も改修もできず撤

去もできず、立入禁止状態になっているような状

況にあると思いますけれども、そういった優先順

位、どういうふうに改修、要望も含めてですけれ

ども、どういう流れで置いてあるままだったり、

改修されたり、そういう基準というのはどういう

ふうに設けているのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 公園の整備、整備といい

ますか修繕、更新に係る関係ですけれども、現在

都市公園についてはニーズが、造られてから住ま

われている、生活されている方たちが変わってき

ているということで、ニーズが非常に変わってき

ている状況を踏まえて、公園の再編を、計画を現

在検討を進めている状況でございます。 

 ただ、老朽化が進んでいる状況には変わりはな

いので、２ヘクタールを超える公園に特化して現

在更新については進めている状況でございます。 

 さらに、現在アンケート調査をした結果を踏ま

えて、どういった形で統廃合を進めていくかとい

うことについて、現在検討を進めている状況でご

ざいまして、今、委員からお話あるように、使わ

れていない公園についてどのような形で進めるか

というのは、都市管理課と協議を進めながら実際

のニーズに合った公園の再編を併せて進めるとい

うことがございますので、そこを踏まえた中で、

現在使用禁止にしている状況の遊具が増えてはい

るのですけれども、なかなか事業としても国の交

付金を活用したいということもあるので、若干お

時間を頂いている状況でございます。 

○小田部照委員 状況は把握いたします。市内本

当に84か所、全体で89か所の公園があるというこ

とで、全体の維持管理費も莫大な費用がかかりま

すので、当然な状況だとは理解するところではあ

りますが、一方で利用が少なくて修繕されていな

い場所もあれば、逆に子育て世代だとか新興住宅

地においては、公園の整備の要望というのもある

とは思うのですが、そういった要望というのはど

の地区にどの程度あるものなのか伺いたいと思い

ます。 

○立花学都市整備課長 市内で開発行為を行った

際には、緑地を、数パーセントの面積を確保しな

さいということで開発行為の中で団地形成される

ような事例について、地域から公園整備の要望と

いうのは受けている状況でございます。 

 要望の詳細な全ての箇所について、その開発行

為で緑地とされている面積のところから全ては来

ていないのですけれども、潮見地区で３か所、そ

れから向陽地区で１か所の要望を受けている状況

でございます。 

 今回の再編計画の中では、そういったこれから

の子育てが、住まわれている方の団地形成等を勘

案しながら、新設の公園も含めた形の再編を計画

を検討している状況でございまして、現在ある公

園の統合と併せて、新設も含めて、事業としては

進めたいというふうに思っております。 

○小田部照委員 数ある公園で人口減少、子供の

少子化ということで、公園の数があり過ぎて維持

が困難だという状況にあると思います。公園の今

後統廃合というのも考えた上でのアンケート調査

を行ったのだと思いますが、そのアンケート調査

の内容、そして結果はどのように出ているのか、

もしわかる範囲で。 

○立花学都市整備課長 公園のアンケート、先ほ

ど永本委員のときにも若干触れたのですが、令和

元年12月にアンケート調査を行っております。対

象といたしましたアンケートといたしましては、

ゼロ歳から12歳のお子様がいる方、それから65歳

から79歳の高齢者の方を無作為に抽出いたしまし

て、3,000通の送付を行ったところです。 

 実際に3,000通送らせていただきまして、回収数

といたしましては1,087通の回収を頂いておりま

す。回収率で申し上げますと36.2％の回収でござ

いました。 

 詳細にお話ししますと、子供のいる世帯でいき

ますと1,759通の送付を行いまして、お子さんをお

持ちの方の回収率は564通、それから65歳以上の高

齢者の方には1,241通、回収数といたしましては

523通、合わせて1,087通の回収を行っておりま

す。 

 実際の調査の内容については、質問で主に公園

の、いつも利用されている公園はどこであると

か、身近な公園はどれぐらいありますかであると

か、いろいろな問いを９項目、質問としては行っ
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ているところでございます。 

 満足している公園の状況であるとか、いろいろ

な公園の利用実態、実際に利用したい遊具等はど

ういったものがあるか等を聞き取りをしている状

況でございます。 

 実際に利用されている公園の多いところでいき

ますと、駒場公園、それから潮見公園、道立オ

ホーツク公園は市の所管でないですけれども、道

立オホーツク公園の上位３つが非常に利用されて

いるという結果になりました。 

 また、どういった施設をよく利用されますかと

いう問いの中では、未就学児では滑り台が１番、

２番がブランコ、小学生ではブランコが１番で滑

り台が２番というような結果が出ているところで

ございます。 

 また、満足している公園はどこの公園ですかと

いう問いの中では、満足しているという答えでは

駒場公園では半分の方、失礼いたしました、83通

の回答のうち満足しているというのが43通の方か

らと。どちらかといえば満足しているというのが

44通頂いております。あまり満足していないとい

うのが６通を頂いているところでございます。 

 こういったような形の、詳細に公園ごとに実際

の利用のニーズであるとか、どのような施設が利

用されているか、満足されている公園はどこか等

をアンケートの結果でデータとして頂いたところ

でございますので、今後これを活用して再編等、

新設も含めて、どのような形で進めるかというの

を現在検討を進めている状況でございます。 

○小田部照委員 アンケートの内容、結果は理解

いたしました。これを踏まえて、今後必要に応じ

て言い方が的確かどうか、公園の統廃合なり新設

も含めた計画を立てていくということでしょうけ

れども、スケジュール感とかもしあれば、アン

ケートの結果は出ているのでしょうから、それを

踏まえて、次年度翌年度にはこういった計画で統

廃合を進めていきますよとか、そういう何かスケ

ジュール感というのはありますか。 

○立花学都市整備課長 現在検討を進めておりま

して、現在のスケジュールといたしましては、今

年度と来年度で公園の再編計画を決定させていた

だいて、再来年度から再編のその計画に沿って、

事業としては動き出したいというふうに思ってお

ります。 

○小田部照委員 わかりました。 

 市内に89か所ということで、私もやはり公園の

統廃合というのは必要なことだと認識しています

ので、また違う場面で質疑させていただきたいと

思います。 

 次に、31年度の予算書のほうには賃貸住宅家賃

支援補助金というものがあったのですが、決算の

資料の中にはちょっと探せなかったのですけれど

も、これの実績、内容、予算と決算の内容、金額

ともに、どういった実績だったのかを伺います。 

○小原功建築課長 先ほども少し答弁をさせてい

ただきましたが、子育て世帯住宅賃貸支援事業に

係る部分で、まず予算のほうですが賃貸住宅の家

賃支援補助金、こちらが３件分で144万円を計上し

ておりました。また、それらの住宅を改修するた

めの補助金を３件分30万円を計上しておりまし

た。こちらにつきましては、事業といたしまして

は平成30年11月から行っているところでございま

すが、まず空き家で昭和56年以降の耐震基準を満

たした住宅をお貸しいただくということがまず前

提になりますが、それをお貸しいただける方が問

合せはあったものの実際に貸していただけること

に至らなかったものですから、決算といたしまし

てはともにゼロ件ということでなります。 

○小田部照委員 実績としてはゼロ件ということ

でわかりましたけれども、空き家を貸して登録し

てくれる大家さんといいますか、がいないという

ことなのですけれども、空き家バンクには登録し

ているものと同一ではないということですか。 

○小原功建築課長 空き家バンクのほうには住宅

としては２件が登録されているのですけれども、

そちらは旧耐震基準の住宅でございまして、こち

らの制度には該当しないというものになっており

ます。 

○小田部照委員 それではまずこういう該当する

住宅の大家さんを募集する取組がまずは先決、重

要だと思いますけれども、実績２年連続といった

らあれですけれどもゼロということで、次年度に

向けて何か新たなやり方、方策あればお示しいた

だきたいと思います。 

○小原功建築課長 30年度の実績はゼロ件だった

ことを受けまして、昨年度につきましては、空き

家の相談会というものを新たに開催することとい

たしまして、10月に開催いたしました相談会には

11組の参加を頂きました。ただ、これらの中には

残念ながら、空き家を解体するような相談はあっ

たものの貸していただくというようなそういう方

はいらっしゃらなかったというものであります。 
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 また、町内会連合会さんとの協力を頂きまし

て、各町内会で押さえている空き家の情報を頂き

まして、その情報を基にさらに本年２月に第２回

の相談会を開催することといたしまして、16名ほ

ど参加したいという者があったのですが、新型コ

ロナの影響もありまして、こちらのほうは延期と

させていただいております。こちらにつきまして

は、本年来月10月の末に改めての開催の実施とい

うことで今現在進めているところでございます。 

○小田部照委員 私の住んでいる地域でも高齢化

で空き家がすごく増えていて、何とかいい方向で

利活用していただきたいと思いますけれども、一

方でこの該当する子育て世帯でもそういう一軒家

に入りたいという要望が結構僕のところにもお話

があるのですけれども、そういう要望というのは

市内でどれぐらいの方がおられるのか、把握して

いるのか伺います。 

○小原功建築課長 少し古いデータになります

が、平成29年度に住宅供給計画というものを当市

のほうで作成をしております。この中では、民間

借家に住む子育て世帯が935世帯ありまして、その

中で市営住宅に住みたいという方は94戸、また、

こうした空き家を活用した戸建ての住宅に住みた

いという方が推定ですが71戸あったという状況で

ございます。 

○小田部照委員 たくさんの家族連れの方が一軒

家に住みたいという要望があって、実際の空き家

というのは71軒以上市内にはたくさんあると思う

のですよね。何とかうまく需要と供給のバランス

が合うように、より一層の努力に努めていただき

たいと思います。 

 一旦終わります。 

○立崎聡一委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 それでは早速お聞きしますけれ

ども、まず市道の整備事業なのですが、決算書を

見ますとやっぱり毎年少ない予算しかなくて本当

に苦労されているなという状況が見え見えでござ

います。大変だろうなというふうに察するわけで

すが、そういう中で特に郊外地域、呼人から当市

分で小清水までの広域農道、ずっとお話を聞いて

いますと、何とか道のほうに所管替えをして整備

をしていきたいという状況を聞いていますが、そ

の経過というのはどのようになっているかお聞き

をしたいと思います。 

○立花学都市整備課長 広域農道の道道昇格への

要望に関してですけれども、昨年、主要な地点の

交通量調査を行いまして、実際に連携する斜里町

それから小清水町、それと大空町の一部について

計５か所で交通量調査を行いました。その結果を

北海道に提出させていただきまして、広域農道の

道道の昇格について強く要望している状況でござ

います。 

 北海道のほうからは、なかなか新規に新設の道

道というのはなかなか難しいというお話がありま

して、現在それに代わる小清水女満別線ですね、

道道小清水女満別線との振替ができないかという

ことで、北海道のほうで進めている状況でござい

ます。北海道も前向きに道道昇格については進め

たいというお話もあるのですが、現在小清水女満

別線で事業を行っている箇所がございまして、そ

の箇所の整備が終わった後に道道の昇格について

進めたいということでお話を頂いているところで

ございます。 

○栗田政男委員 進め方、その辺について確認を

いたしました。 

 広域農道、当初造った段階でやはり道道と建設

要件が大分緩い造り方をしているので、その補修

に今非常に苦労して、今、市のほうで担当してい

ますから。今、第一次産業の農業経営というのは

非常に大型化になっています。時期的には非常に

あそこはもう繁忙期には、とんでもない数の大型

の重車両が走行しているということで、傷みも非

常に激しい状況であります。そういう中では、ぜ

ひともできるならばやっぱり道のほうで管理をし

ていただいて、きちんとした整備を進めていただ

ければなと思います。内容については理解しまし

た。 

 その件に関しましてもう１点、例えば昨年か一

昨年かどちらか、卯原内地区のほうではそういう

所管替えがなされているように思います。 

 そういうふうになった場合について、当然悪い

状況のものを道道として認定していただいていま

すから、そういう改良工事というのは市から離れ

てしまうので私たちが直接というわけにはいかな

いのですが、その辺の進捗状況というのはどうい

うふうになっているのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 卯原内地区の道道昇格に

つきましては、嘉多山中央線ですね、嘉多山中央

線が道道昇格に現在、平成28年に認定はされて、

現在嘉多山卯原内停車場線とダブル認定を今して

いる状況で、まだ正式には、網走のほうで市道嘉

多山中央線の維持管理を行っている状況ではある



 

－ 78 － 

のですけれども、現在国道238号線からセイコー

マートのところですね、セイコーマートから坂の

上り口の手前まで、そこの調査設計それから買収

を今年まで行うということで事業を進めておりま

して、工事につきましては来年度その直線分につ

いて北海道のほうで工事を行っていくという予定

で進んでおります。 

 完全に維持管理の、現在嘉多山中央線を北海道

のほうで道道に昇格して工事を進めるということ

になった場合に、それに代わって嘉多山卯原内停

車場線が市のほうで維持管理をしなければならな

いということになるものですから、そこのバトン

タッチを今現在いつのタイミングでするかという

のを協議を進めている状況です。 

○栗田政男委員 大変御苦労されているというこ

となので、そういう形でもどんどん進めていただ

いて、あそこの場所も、あそこはもう本当に釧路

に向かう流通網ですから非常に大型の車両が通っ

ているのでほぼ危険な状態でもあるということな

ので、大変御苦労されているなというふうに思い

ます。 

 やはりそういう大きな事業ですから、道の管轄

になるということですから、当市にも道議会議

員、しっかりとした立派な方が出ていらっしゃる

ので、私のほうからもしっかりとそういう部分の

要望を伝えて道議会でもしっかり議論していただ

くと、そのための道議ですから使わない手はない

ということなので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

 もう１点、街路樹の整備事業なのですが、これ

も何度もお話をしてきました。この予算の中で大

変御苦労されているのかなと思います。 

 そもそもが僕は道路の脇にああいう木を植える

こと自体が最初から間違ったのではないかなとい

うふうに思うのですが、非常に大木になりまして

このまま放っておくと歩道を持ち上げ、いろいろ

な弊害が出てくる。桜は１週間ぐらいはきれいな

のですが、あとは単なる葉っぱが落ちて住民の掃

除の大変さ、いろいろな問題が発生しているので

すね。これをどこかで手を打たないと、当然街路

樹の上には送電線が走っていたりして、そういう

業者も非常に苦労しながら剪定をしながらやって

いるという状況なのですが、どうなのでしょう、

本当にもう大木になってきてどんどん木は大きく

なるので、どこかで手を打って抜本的に解決しな

いと大変なことになってしまうという不安はあり

ますし、事実住民からの大変要望も多い事柄でご

ざいますので、その件について見解をお聞かせく

ださい。 

○石井公晶都市管理課参事 街路樹維持管理事業

に関するお尋ねだというふうに思いますが、委員

から御指摘あったように、町内会だとかからもお

話があったような整備要望だとかが毎年地域要望

として上がってきております。 

 それで、今、市内には街路樹として4,000本程度

の街路樹があります。それらについては樹齢とし

ては30年を超えるようなものもだんだん多くなっ

てきているというふうには認識をしております。 

 また、この街路樹以外にも道路敷地には自然木

として生えている樹木などもございまして、そう

いったものの管理が財政的な面でもなかなか厳し

い状況になってきているというふうには捉えてお

ります。 

 今後につきましては、そういったもののまずは

管理方針を定める必要があるかなというふうに考

えておりまして、まず現状把握と、あとは地域の

皆さんの要望、声なども聞きながら、一つの基準

をまずは定めた上で、景観だとかそういった部分

での配慮だとか、あとは住民の方の花粉が落ちた

りとかしてちょっと調子が悪くなっているのだと

いうふうな健康被害が出ているようなことも聞い

ておりますので、そうしたものを勘案しながら、

その基準をまず考えていきたいなというふうには

考えております。 

○立花学都市整備課長 補足させていただきたい

のですが、私たち都市整備課のほうでは街路樹の

整備について、これまで広い道路を整備する際に

は植樹帯を設けて木を植えなさいという指導を受

けて、これまで整備を進めてきている状況の中

で、かなり大きな大木になっている路線も非常に

あるというのは認識しているところでございま

す。 

 現在、北海道のほうからはそういった街路樹の

歩道の在り方というのについては強く要望は受け

ていない状況で、維持管理が非常にかかるという

ことは北海道のほうで理解していただいているの

で、現在整備については街路樹をつくるような整

備を行っていない状況です。 

 街路樹に関係する町内の町内会へのアンケート

というのを実は平成30年に行いました。都市公園

のある町内会171の町内会に郵送による調査を行い

まして、その中で85の回答を頂いているのです
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が、実際に維持していただきたいというのが32

件、増やしてほしいというのは２件、減らしてほ

しいというのが33件ということで、実際に街路樹

が目の前にある家の前の方はやはり減らしていた

だきたいという直接的な思いがあるかとは思うの

ですが、町内会に向けてのこういったアンケート

の中では、維持してほしいという意見も半数を占

めているという状況もわかったものですから、な

かなか全ての木を切っていくということは非常に

難しいというふうには考えています。ただ、非常

に大きく育って歩道の平たん性がなくなっている

路線もございますので、そういった街路樹が歩道

の環境、安全な歩行ができないような状況になっ

ているところについては、都市整備課としても、

今後直していきたいというふうには思っていると

ころです。それを踏まえて、全体の街路樹を残す

路線、残さないでそのまま切ってしまう路線とい

う検討を今進めている状況でございますので、今

後についてはそういった計画に基づいて残す路

線、残さない路線というのを明確にした上で進め

ていきたいというふうに思っております。 

○栗田政男委員 その部分でも大変苦労している

ということがよくわかりました。 

 ただ、狭いところに例えば桜の木が大木になっ

てくると、歩道を持ち上げて歩道が機能しない状

況、危険な状況もそれはたくさんあるのですね。

だけれども、放っておくともう近々いろいろな弊

害が出てきますし、そういう状況になったときに

ただ木を切って収まる問題ではなくて、そこの改

良工事でとんでもないお金がかかるのです。です

からやっぱりそういうコスト、維持管理というの

はやはりこれからのコンパクトなまちづくりのた

めには、ある程度選択をしていってきちんと直し

ていかなくてはいけないなというふうに私は思い

ます。 

 本当にお金さえあれば幾らでも植え替えをして

またということもある、いろいろなことできるの

ですけれども、限られた財源の中でしっかりやっ

ていくというのはやっぱり、また地域の住民の皆

さんともいろいろなボランティア的な協力を頂き

ながら、町内会単位でいろいろな作業、その他に

ついても協力してもらって、それがひいてはみん

ながまちに対する愛着につながっていくと思いま

すので、ぜひともその辺も工夫しながら早急の検

討をまたやっていただきたいと思います。 

 皆さんの、とかくやっぱり地権者さんたちとか

いろいろな部分、除雪もそうですし大変御苦労さ

れて、中には市民から罵声を浴びながら我慢しな

がらやっていらっしゃると私たちも見ています。

本当に大変なお仕事をされているなというふう

に、そういう面では本当に心から感謝を申し上げ

たいのですが、仕事ですから頑張ってしっかり

やっていただければなというふうに思います。 

 以上です。 

○澁谷一志都市管理課長 先ほど小田部委員のほ

うから修繕した公園の数なのですが、36公園に

なっておりまして、あと使用禁止されている遊具

なのですが、こちらのほうにつきましては14基、

２つの公園になっております。 

○小田部照委員 修繕された箇所はわかりまし

た。 

 ピンクテープで使用禁止になって修繕もされな

い、撤去もされない遊具が18基ですか。 

○澁谷一志都市管理課長 14基でございます。 

○小田部照委員 14基で２つの公園ということ

で、これこちらは南公園という認識でよかったで

すか。２つの公園とはどこですか。 

○澁谷一志都市管理課長 内訳につきましては、

南公園が13基、もう一つの公園がつくし３丁目西

公園で１基になっております。 

○小田部照委員 大半が南公園ということなので

すけれども、南公園はまた別で撤去の事業が組ま

れていますので、そこは撤去されるということで

認識しました。 

 84か所あるうちの使用禁止になっているところ

は、あとはもう１か所だけだという認識で間違い

なかったでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 そのとおりでございま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 何点か伺いたいと思います。 

 まず除雪事業ですが、平成31年の除雪事業、い

ろいろな課題があったかと思うのですけれども、

その課題についてどのように認識をしているのか

伺います。 

○澁谷一志都市管理課長 30年から民間委託にな

りまして、今年で３年目、丸２年が過ぎたところ

でございます。 

 委託しての課題といいますか、こちらのほうは

委託しても夏場とか冬場の道路の苦情、特に冬な

どそうなのですが、除雪の苦情は組合のほうでな
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くて市のほうに連絡が来ますので、それについて

組合との連絡といいますか、確認などで事務的負

担というか量が増えたというところでございま

す。 

○川原田英世委員 課題の一つとして、そちらで

は事務的な負担が増えたという認識があるという

ふうな見解を伺いました。 

 それで、クレーム自体の件数、過去にも伺った

ことがありますけれども、いろいろと来ていると

思いますが、そのクレームの件数の推移というの

はどのような状況になっていますか。 

○澁谷一志都市管理課長 当初民間委託しました

平成30年度なのですが、夏と冬合わせて367件、昨

年度31年度につきましては574件の苦情が来ており

ます。 

○川原田英世委員 雪も少なくて、という年で

あって出動回数も少ないという状況の中だけれど

も、クレームに関しては多いということなのです

が、それは、今夏と冬合わせてですけれども、冬

単体では数字が出てこないのでしょうか。 

○澁谷一志都市管理課長 冬につきましては、30

年度が73件でありまして、昨年31年度は227件に

なっております。 

○川原田英世委員 すごく増えているなという感

じを受けるのですけれども、その原因をどのよう

に認識しているのかお伺いします。 

○澁谷一志都市管理課長 昨年増えた理由です

が、雪は確かに少雪で少なかったのですが、２月

から３月にかけまして湿った雪もありまして、道

路がざくざくで通れないという苦情が多くなって

おります。 

○川原田英世委員 先ほどの課題にあったよう

に、市側で苦情を受けて、それから伝えるのがな

かなか大きな課題があるということでした。僕の

ほうにも耳に届いているのは、何回もクレームを

出しているのに結局何もしてくれないというク

レームが逆に今度こちらに来るのですけれども

ね。となると、そのクレームを受けてから対応

に、今課題があるというふうに言いましたけれど

も、きちんと伝わっていないのではないかという

ふうに思うのですけれども、その点はいかがなの

ですか。 

○澁谷一志都市管理課長 基本的には一緒なので

すが、なかなかクレームが来まして全て把握する

までは多少時間がかかるという状況もございま

す。ただ現地のほうで、現場の者が現地に行って

見た目と苦情する側で多少の認識といいますか、

このぐらいの量でしたら大丈夫だという、こちら

の認識とクレームする側とでは結構その見解とい

いますか、そういう相違もあるというのも現状で

ございます。 

○川原田英世委員 ちょっとよくわからないので

すけれども、ということはクレームを受けてから

一度市側で現場を確認して出された方といろいろ

やり取りをしてから、事業委託側にこういうふう

にしてくださいねと伝えていると思います。その

クレームを受けてからのスキームがどうなってい

るのか、ちょっと教えていただきたいのですけれ

ども。 

○澁谷一志都市管理課長 クレームが来ました

ら、まずこちらのほうで市の職員で現地を確認い

たしまして、それから状況を把握した上で現場の

ほうに伝えるような連絡になっております。 

○川原田英世委員 状況確認して、こうだからこ

うしてくださいというようなことを現場にお願い

するというか指示をすると、委託を受けている側

に指示をすると。それがきちんと指示どおりに反

映されているのかというと、そうではないという

クレームも逆にまたこちらに来るのですけれど

も、そこはしっかりとした、こうしてくださいと

いうのが反映されていないのではないかというよ

うな話もよく聞くのですが、そこはどのように委

託側と話をされているのかお伺いします。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩します。 

午後１時44分休憩 

午後１時46分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 川原田委員の質疑に対する答弁から。 

○澁谷一志都市管理課長 除雪につきましては、

市内、民間委託する前からも８割は民間のほうに

委託しておりまして、組合になったからといって

除雪方法は変わったわけではございません。た

だ、天候の状況、雪質にもよりますが、あと運転

手さんのオペレーターの、たまたま人が代わった

とかということで、そのような状況があったのか

と思います。 

○川原田英世委員 そうだと思うのですよね。

やっぱり今までと状況が変わったから苦情を出す

ので、それまでと状況が変わってしまった何かが

あるのですね。それは経過で委託にすることに

よってこういうふうにならないのですかというの
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は、これまでやり取りをしてきたのですけれど

も、やっぱり大切なのは僕は引継ぎだと何度も

言ったと思うのですけれども、今までここのカー

ブはこういうふうにしていたのにいつの間にか雪

がどんと置かれるようになったとか、そういう些

細なことなのですが、そういった今までとの状況

の変化がないように技術者同士で次になる人にき

ちんと情報を共有する仕組みをつくらないとだめ

だよという話を前々からしていたと思うのです。

それがないからこういうふうな結果になって、227

件という苦情が来たのだと僕は思っています。現

にそういう声を聞いていますし、なのでそこをな

いようにしていただきたいので、しっかりと場所

場所のアプローチについても状況をしっかりと把

握して、きめ細やかな、今、ＩＴで地図とか出し

てそこでそれぞれの状況も受けておけますので、

委託を受ける事業者さんも余計な労力がかからな

いようにＩＣＴ等を活用しながら、この除雪事業

進めていただきたいなというふうに思っていま

す。除雪については、今の要望をさせていただい

て、これで終わりたいと思います。 

 次に行きまして、住宅等建築のほうでちょっと

１点確認なのですが、平成30年度まではアスベス

トだとかいろいろな対策があってきたと思いま

す。それで31年度を見るとないので、ある程度公

共施設については一定の審査、検査が終わって、

アスベスト対策というのは終了したという認識で

いいのか、そこをちょっと確認したいのですが。 

○小原功建築課長 委員おっしゃられたように、

アスベスト対策につきましては、アスベストの煙

突について新たにそちらも点検しなさいというこ

とだったものですから、小中学校を中心にアスベ

ストの撤去を行ったところであります。それで今

の規制されている部分はクリアになっているとい

うふうに考えております。 

○川原田英世委員 理解しました。 

 それと次に伺いたいのが、先ほど村椿委員から

もあった中心市街地居住促進事業の借上げ住宅の

関係なのですが、借上げ住宅家賃補助としての支

出はわかるのですが、先ほど言った別途歳入が起

きているわけですよね、家賃として利用者から。

それの状況や金額は幾らになっていて、実質上つ

まりこの補助と差引きすると実際の市の負担とい

うのが見えてくるのだなと思うのですが、その状

況はどうなっているのかを確認したいと思いま

す。 

○小原功建築課長 借上げ住宅の使用料につきま

しては、歳入として2,079万6,700円が歳入とし

て、使用料として納めていただいた額になりま

す。その差額につきましては、差額が実質の市の

負担額ということになるのですが、そこは数字と

してはその差引きとしての表れ方ということにな

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 それでこの借上げ住宅、入居率は31年度はどう

だったのでしょうか。 

○小原功建築課長 70戸あるのですが、退出につ

きまして７件ありまして、それにつきましては31

年度中に７件がまた新たに入られたということで

ございます。入居率は100％でございます。 

○川原田英世委員 出入りはあるけれども、ニー

ズがあって100％になっているということなのだと

思います。 

 入居希望されていて空いてないよというよう

な、待たれている方というのはいるのですか。 

○小原功建築課長 特に統計は取っておりません

が、町なかで空いていますかというのは年に、募

集していない時期に１件、２件ぐらいはそういっ

た声はございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 中心市街地でということで、そういうニーズが

あればいいのだろうなと思うのですが、７件が去

年は退去したとありました。その後すぐに入った

のかどうなのかわからないのですが、空いている

期間というのが発生するのではないかなと思うの

ですけれども、その期間中もこの家賃というの

は、市から事業者に対する家賃というのは発生す

るのでしょうか。 

○小原功建築課長 通常退去されてから新たな方

が入居されるまでは１か月から２か月程度通常か

かっております。その間につきましても、借上げ

につきましては当初の契約の中で20年間決まった

額をお支払いするという約束の下に行っておりま

すので、空いている入退去の期間、入っていない

期間においても一定の額、定額をお支払いしてい

る状況でございます。 

○川原田英世委員 そういう契約の内容になって

いるということで理解をしました。 

 これは要望があって退去してもすぐ入るから、

そういうふうにその制度も成り立っているのでは

ないかなという側面もあると思います。そこは理

解しました。 
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 あと、その下の高齢者向けの部分なのですけれ

ども、これも住宅の家賃補助という形での支出に

なっていますが、これも同じく合わせて歳入はあ

るのだというふうに思うのですが、その状況はど

のようになっているのでしょうか。 

○小原功建築課長 高齢者向けの優良賃貸住宅に

つきましては、住宅使用料として受けているもの

が308万3,000円でございます。 

 決算額が625万8,000円でございますので、その

差額については、数字としてはここに出てこない

部分でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 高齢者でやっぱりひとり暮らしの方が増えてい

てここもニーズが多いのではないかなというふう

に思うのですが、今、20戸が中心市街地ではある

ということで、市内のほかにもありますけれど

も、ここの中心市街地でやっぱり単身の方で住み

たいという声とかそういうのは把握しているの

か、そういった要望があるのかどうか、そこも確

認したいのですが。 

○小原功建築課長 過去には予約という形で10件

程度あるというふうにお聞きしていましたが、直

近の情報ですと四、五件ということでお聞きをし

ているところでございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 準備していた質問のほとんどが

バッティングしておりまして、関わらない部分に

ついてだけ質問したいと思います。 

 初めに、住環境改善補助金についてです。 

 永本委員のほうから質疑がありましたけれど

も、私のほうは、たしかこれは現年度の予算を見

ると1,882万円というふうになって、決算額も同じ

というふうになっております。 

 31年度の当初予算はたしか1,000万円だったと思

います。それに対して補正を組んでこういう形に

なったのだろうというふうに思うのですが、30年

度も同じだったかなというふうに私の記憶にある

のですけれども、それはそれとしてわかるのです

が、今回の住環境改善補助金ということで、実績

として220件、一般が185件、子育ての関係で35件

というふうになっているのですが、当初の予算の

見積りの段階、1,000万円の段階で、これはどうい

う内訳で試算をして、そしてその結果、補正では

どういうのを見積もって、最終的に1,882万円に

なったのか、その辺の概略でいいのですがお答え

いただきたいと思います。 

○小原功建築課長 31年度の当初予算額の算定に

つきましては、一般世帯を10万円として計算しま

してそれが80件、子育て世帯が20万円の10件、合

わせまして1,000万円が当初予算でございます。 

 その後の申込みが好調なことから、昨年10月の

第２回臨時会におきまして800万円を追加させてい

ただいたところでありますが、この追加の内訳に

つきましては、10万円の60件、子育ての20万円の

10件、合わせて800万円でございます。 

 なお、決算額82万円多い状況でございますが、

こちらにつきましては既定予算の不用額を活用さ

せていただいたものでございます。 

○松浦敏司委員 流れはわかりました。 

 そんなことで今年度2020年の当初予算では、た

しか1,800万円だったかというふうに思いますが、

そういう流れの中では多分今年、新年度も多いだ

ろうというようなことで想定して予算を組んだと

いうふうなことで認識してよろしいでしょうか。 

○小原功建築課長 委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、この住環境補助金の特徴というのは、

やはりこの事業をやることによって様々な業種に

経済波及効果があるというふうに言われていて、

例年私も聞いているのですが、平成31年度のこの

事業1,882万円、これは活用したことによってどう

いう経済波及効果が出るというふうに考えている

かを伺います。 

○小原功建築課長 220件の補助の実績といたしま

しては1,882万円でございますが、先ほども一部答

弁をさせていただきましたが、この工事、実際に

かかった工事の契約の額も把握をしておりまし

て、それが約４億2,700万円でございます。 

 これに対する経済波及効果は一般的に1.5倍から

２倍というふうに言われておりますので、1.5倍で

計算したときに費用対効果はおよそ６億4,000万円

ということでございます。 

○松浦敏司委員 少なく見積もってもそれぐらい

あるだろうということであります。わかりまし

た。 

 非常に重要な大事な事業だといいますか、これ

は建設業者にとっても非常に喜ばしいし、そして

網走市民にとっても非常に有意義な事業だと思い

ますので、これからも引き続き取り組んでいって

ほしいと思います。 
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 次に移ります。 

 委員会資料の41ページ、工事別ランク別工事等

発注状況ということで、これは栗田委員が質問を

しておりました。その中で舗装工事の減少という

中で、これは減少しているけれども土木工事費の

中に入っているのだというような答弁だったかと

思います。そこで、そのせいかなと私も実は質問

の準備をしていたのですが、その結果やはり件数

は減っているけれども金額が増えているというの

は、そういう内容の関係で増えているというふう

に捉えてよろしいのでしょうか。 

○立花学都市整備課長 午前中も答弁させていた

だきましたけれども、29年度の舗装件数が26件、

それから平成30年14件、それから平成31年度が13

件ということで、舗装が件数が減っている要因に

ついては、午前中にもお話ししたように、土木の

工事と合わせて、小さい工事については、土木工

事と合併した形で発注するということで件数が

減っている状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 あと建築工事の関係なのですが、Ｄランクで１

件しかないということなのですが、この辺はどん

なふうなことでここまでになったのか、その金額

も30万4,000円ということで極端に少なくなってい

るという、この辺の要因について伺います。 

○小原功建築課長 建築課では各所管課のほうか

らの施設の修繕を工事として依頼をされるわけで

ございますが、この年度におきましてはたまたま

でございますが、工事の発注金額によってそのラ

ンク分けをしておりますが、このときは予定価格

としては40万円程度のものが１件しかなかったと

いうことで、こういう１件のこの額となっている

ものでございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。では、たまたま

ということで、新年度、令和２年度でいえば増え

るかもしれないというふうに捉えさせていただき

ます。わかりました。 

 網走港整備特別会計について、村椿委員や他の

委員からも質問をしておりました。 

 委員会資料36ページに、永本委員も質問してお

りましたが、いずれも当初の計画からいうと、外

貿にしても内貿にしても相当低いと、外貿におい

ては42.7と、内貿では48.5と、前年度より伸びて

はいるとしてもこういう感じで、合計でも５割行

かないというのが現状であります。 

 そもそも計画そのものに私たちは問題があると

いうふうに思っているのですが、この利用率につ

いてどのように原課としては評価しているのかを

伺います。 

○梅津義則港湾課長 ちょっと先ほどもお話が出

てきましたけれども、その計画との乖離について

の御質問かと思いますが、やはり主な原因は当初

の計画当時に入ってきていたロシアの原木ですと

か水産品の輸入といったものが外貿には多くあり

ました。それと内貿につきましても水産品ですと

か石油関係の取扱いが多くあったということで、

その辺が企業の撤退等によってなくなったといっ

たのが現状となっております。 

 網走港の今の主要貨物となっておりますのが小

麦ですとか、製糖工場の石炭といったようなこと

で、この辺については安定的な取扱いがされてお

りますので、それに加えて今後新たな、先ほども

言ったバイオマスの燃料ですとか、そういったこ

との取組を強化してさらに取扱量を増やしていき

たいというふうに考えてはございます。 

○松浦敏司委員 それはそれとしてはわかるので

すが、平成21年度に計画貨物量というのが改定に

なっておりますけれども、その結果として今のこ

の数字、目標の数字があるのでないかと思うので

すが、どのように21年８月に改定した内容という

のは、以前どんな数字でこのときにこのように

なったというのは、その辺は今わかりますか。 

○梅津義則港湾課長 ちょっとお時間頂きたいと

思います。 

○松浦敏司委員 それはちょっと後ほどお答えい

ただいて、あとこの中にある、38ページのところ

に最大値というのが書いてあって、外貿でいうと

平成６年、内貿でいうと平成元年が最大値という

ふうになっていて、それと平成31年度と比べてみ

ると、外貿でいえば32.8、内貿でいえば37.4とい

うような状況になっていて、いずれも相当な開き

があるということで、先ほどの答弁の中でこれか

らこういうふうなものが港に入ってくるというよ

うなこともお話があったのですが、そもそもが相

当私はやっぱり、多分調べた中で数字が出てくる

と思うのですけれども、相当無理のある計画なの

だろうというふうに思うのですが、その辺の今最

大値との対比した関係でいうとどんなふうに捉え

ていますか。 

○梅津義則港湾課長 以前は輸入がされていた原

木ですとか水産品の取扱量の減少、もしくは内貿

でいいますと石油製品、原油等の取扱いの減少が
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ありましたので、その辺が原因というふうに思っ

ております。 

 あと、すみません、以前の計画の数値ですけれ

ども外貿は33万5,000トン、内貿で75万5,000ト

ン、合計で109万トンというのが以前の計画の数値

でございます。 

○松浦敏司委員 いずれにしても相当大きいので

すよ。だから、相当頑張ったにしてもなかなかそ

れを目標を達成するというのはそもそも相当無理

があると。日本全体、世界もそうですけれども、

景気がどんどんいいというのであればそういう展

望も出るのですが、今の状況だとそういうなかな

か展望も持てないというのが現状だというふうに

思います。 

 そこで決算書を見ると、この会計の赤字という

のは10億6,829万円という、非常に厳しい会計と

なっています。決算書を見ますと、職員給与とし

て549万9,896円となっております。同じく、能取

特会では実はこれ人件費というのは入っていない

のですね。会計上大変なわけで、今でいえば能取

以上に今一番網走の特会の中で大変だというの

は、この網走港特別会計なのでないかと思うので

すが、職員給与についてはこれは一般会計で見る

と相当違ってくるのでないかというふうには思う

のですが、これは原課では判断できないかな。

ちょっとその辺の素朴な疑問です。 

○梅津義則港湾課長 基本的には港湾事業は独立

採算でやっておりますので、ここで職員給与を見

るのが妥当だというふうに考えてございます。 

○松浦敏司委員 ちょっと議論するところがまた

別のところなのかなというふうに思いますが、い

ずれにしてもこの会計というのは相当厳しい、依

然として厳しいなというのが私どもの考えであり

ます。 

 以上で終わります。 

○立崎聡一委員長 他に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、認定第１号中、建設港湾部所管分の細

部質疑を終了いたします。 

 ここで理事者入替えのため、休憩いたします。

10分。 

午後２時12分休憩 

午後２時23分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 引き続き、認定第１号中、水道部所管分につい

て細部質疑を行います。 

 なお、認定第２号水道事業会計の利益の処分及

び決算につきましては後ほど審査しますので、承

知願います。 

 それでは質疑に入ります。 

○永本浩子委員 それでは決算書の289ページ、公

共下水道特別会計についてお聞きしたいと思いま

す。 

 雑入のところで、３の物件売払収入ということ

で、予算額100万円だったのに対して収入済額は55

万5,544円ということで、何を売って、そしてどう

して半額になったのかということをちょっとお聞

きしたいのですけれども。 

○佐々木修司営業経営課参事 発生物件売払収入

の関係ですけれども、これにつきましては、社会

資本整備総合交付金事業におきまして付随的に発

生した物件を売却して得た収入になります。 

 平成30年度実施した国庫補助事業において発生

した鉄くずなどを31年度において売却いたしまし

た。これについては国の要領に基づき売却処分を

行ったものであり、完了実績報告の際に売却額に

国庫補助率を乗じて得た額を国へ報告しまして、

交付金が確定した時点で国から返還を命じられて

国庫補助相当額について返還するものでありま

す。 

 平成31年度分には、売却額の総額が鉄くず、ア

ルミ、ステンレスくず等で55万5,544円になったと

いうことでございます。 

○永本浩子委員 では、鉄くずとかアルミくずと

か、そういったものを売ってこの金額になったと

いうことで了解いたしました。 

 そしてその下なのですけれども、売電収入とい

うことで、多分これはスラッジセンターの消化ガ

スを使った発電による売電だと思うのですけれど

も、予算では2,100万円だったのが2,443万5,997円

ということで、予定より340万円ほどよかったとい

う結果だったのではないかと思います。 

 最初、この消化ガスを使った発電の施設を造る

ときに、それほどこの発電量は多分多くないの

で、採算的にはマイナスにはならないけれどもそ

れほどプラスは見込めないという話がたしか最初

にあったと思うのですけれども、ちょっとプラス

が見えてきているので、いい感じに発電、売電が

できているのかなとちょっと期待したのですけれ

ども、その辺のところはどうなのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 売電収入の関係の御質問
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だと思いますけれども、当初年間60万立米ぐらい

のガスが発生するだろうという予想で予算を計上

しておりましたが、やっぱりガスの性状は温度が

すごい重要で、細かくそのときの温度を管理する

ことによってガスの発生量が多くなったというこ

とで、ガスの売電の収入が多くなってきていま

す。 

 それと収入未済額についてなのですけれども、

これは企業会計に移ったときに打切決算しており

ますので、この220万円何がしという数字が……。 

○佐々木修司営業経営課参事 打切決算という部

分について御説明させていただきます。 

 地方公営企業法によりまして、公営企業へ移行

する際に、従来の特別会計について法適用日の前

日をもって、３月31日をもって会計年度を終了さ

せて打切決算を行うこととされております。 

 したがって平成31年度の公共下水道事業特別会

計は、令和２年３月31日をもって全ての出納が打

ち切られることになり、一般会計である出納整理

期間というのを存在せずに３月31日をもって終

了、その時点の歳入及び歳出をもって決算を行う

こととされております。 

 平成31年度以前に発生しました債権債務に係る

未収金または未払金は、平成31年度のものとして

整理しまして貸借上に計上するとともに令和２年

度予算に別条を設けまして、特例的収入及び支出

として処理することになっております。 

 要するに、一般会計とかですと３月以降４月、

５月に出納整理期間がありまして、そこに入って

きた収入、それから支払った支出を含めて当該年

度の決算として計上することになります。一方、

公営企業会計では上水道はそうですが、３月いっ

ぱいをもって切ります。決算になるのですが、公

営企業になるとその部分については未収金、未払

金という形で、これも当該年度の会計として発生

主義という関係で閉鎖されます。移行期に関しま

してのみ、その部分が処理できなく会計閉じてし

まう、公共事業会計が閉じてしまう、まだ公営企

業に移っていないので未収金、未払金という計上

もできないということで浮いてしまう形になるの

で、特例として特例的収入、特例的支出として公

営企業に移った翌年度の令和２年度の会計の中

で、令和２年度の事業のほかに、別にその分とし

て処理するような形を取る形となっておりまし

て、会計としてはそういう打切決算という形に

なっております。 

 それで、220万円の収入未済の分につきましてで

すが、消化ガスを発電して北電に売電して収入を

得る形なのですけれども、その３月分について、

今言った形で打ち切られた後に収入になる形にな

りましたので、31年度の決算上は未収という形に

なっております。 

○永本浩子委員 ちょうど官公庁関係の今までの

単年度式の会計から公営企業会計のほうに移行時

期ということで、それでも31年度中の売電の金額

としては、令和２年度のほうに移ってしまいます

けれども、2,443万何がしという売電の成果は得ら

れたということで、思ったよりはいい成果で、温

度管理を小まめにやっていただいたということで

ガスの発生も良好だったのではないかなと思って

おります。 

 ちょっと管理事業のほうにも277万円がかかって

いますので、そういったのを差し引くとあれかも

しれませんけれども、初期投資の分を回収してプ

ラスに転じるというのが大体いつぐらいになりそ

うなのか、その見込みとかというのは今持ってい

らっしゃるのでしょうか。 

○佐々木修司営業経営課参事 当初分の起債の償

還分と維持管理分、翌年から償還発生しまして維

持管理費もかかってくるということに対して売電

収入が上がってくるということで、平成31年度に

関しては、差引きでいきますと約470万円ほどのプ

ラスになっております。来年度以降はとんとんか

ら100万円程度の利益が見込まれまして、令和15年

程度に400万円程度のプラスに転じまして、その後

年間1,200万円程度の収入、プラスの収入になるか

というふうに見込んでおります。 

○永本浩子委員 ちょっと令和15年ということで

まだちょっと先は長いですけれども、このまま何

とかいい形で運営していただいて、プラスの金額

が増えるようにまた取り組んでいただければと思

います。 

 あと、各会計歳入歳出決算審査意見書の49ペー

ジ、簡易水道特別会計のほうなのですけれども、

能取地区で64戸199人、中央網走地区で136戸429人

ということで、今上水道がないところ、簡易水道

という形で利用していただいているということな

のですけれども、未接続世帯の加入を促進してい

きたいということで話が載っておりますけれど

も、この２つの地域の中の未接続世帯というのは

何世帯まだあるのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 区域内の世帯数が248世帯あ
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ることに対して給水の世帯が203世帯となっており

まして、45世帯ほど区域内で未加入の世帯がござ

います。 

 能取と中央を合わせた分、今能取の分だけ、両

方。能取と中央の簡水合わせた数字が、今申し上

げた248世帯に対して203世帯加入いただいていま

して、45世帯まだ未加入ということでございま

す。 

○永本浩子委員 45世帯がまだ未加入ということ

で、その45世帯の方は多分井戸からポンプで水を

くみ上げる形でやっていらっしゃるのではないか

と思うのですけれども、やはりこの45世帯の方た

ちが簡易水道ではなくてそちらのほうがいいとい

う判断をしているというのは、やっぱりお金、水

道料金の関係なのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 おっしゃられるとおり水道

料金の関係もあると思いますし、あと水質が比較

的良好な世帯もあると思いますので、そういった

理由でまだ簡水を引かれていないのではないかな

と思います。 

○永本浩子委員 今のままでも水質にそれほど問

題がないので、わざわざ水道に変えなくてもとい

う方も結構いらっしゃるということなのだと思い

ます。 

 それでちょっとこの水道料金なのですけれど

も、冬季の凍結防止等とかでも、自分のところで

使う以外にもどうしてもその分の水道をちょっと

逃がさなければいけなかったりということが多分

あると思うので、もしかしたらこの水道料金とい

うのが結構高いのかなと思ったりもするのですけ

れども、市内の上水道と比べると高いのでしょう

か、この簡易水道だと安いのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 そうですね、上水道と比べ

ると簡易水道が大体４割程度高い状態となってい

ます。 

○永本浩子委員 やはりちょっとそういった部分

では大変御負担もおかけしながら、それでもやっ

ぱり井戸からポンプでくみ上げるよりは水道から

出る形を望まれて、地域の皆さんがこういった

形、簡易水道を使っていただいているということ

で、できれば加入の件数が増えればその分少しま

た料金の負担額も減ってくるのかなと思うのです

けれども、その辺はどうなのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 簡易水道は郊外の地区にあ

るものですから、１戸１戸の距離が上水道区域に

比べると遠いものですから、その分効率が上水道

に比べてちょっとあまりよくないものですから、

どうしても建設費等が割高になっていまして、そ

れを反映した水道料金となりますと、どうしても

少し割高な料金を頂かなくてはちょっと運営がで

きないものですから、こういった形となっており

ます。 

○永本浩子委員 多分高くなっている理由という

のは、本当に１軒１軒の距離が長いのでその分市

内の状況とはかなり違うというのと、冬場はやっ

ぱり少し水を逃がさないと凍ってしまうので、

使っている水道の量よりも多くの量をやっぱり消

費するというか、そういう形になるので、市内よ

りはどうしても割高になるということはよくわか

るのですけれども、例えばまだ未加入の45世帯の

方が新しくまた入っていただければ、この簡易水

道の水道料金というのは少し安くなるということ

になるのでしょうか。 

○柏木弦上水道課長 加入者が増えていただけれ

ばその分こちら側、事業者の運営も少し楽には

なってきますので、ただそれがそのまますぐ料金

に反映できるかどうかはまたその時点で考えなけ

ればいけないと思うのですけれども、やはり少し

でも多くの方に加入していただけるように。 

 料金については条例等で決まっているもので…

…。 

○立崎聡一委員長 暫時休憩いたします。 

午後２時40分休憩 

午後２時42分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 永本委員の質疑の答弁から。 

○柏木弦上水道課長 簡易水道は上水道のように

料金収入だけで運営しているものではなくて、簡

易水道の事業だけではどうしても赤字が出るもの

ですから、その分を一般会計のほうから補填して

いただいているということもありまして、単純に

加入件数が増えて料金収入も増えたから、それで

そのまま料金も単価を下げられるということには

ならないという状況でございます。 

○永本浩子委員 わかりました。でもちょっと割

高の中、市のほうからもきちんとそういった形で

フォローしていただいているというのがわかりま

して、ちょっとその点は安心いたしました。 

 次に54ページ、個別排水処理施設整備特別会計

についてお聞きいたします。 

 平成24年の、24年からの第２次計画で平成31年

までの８年間で目標210戸に対して53戸ということ
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で、ここには25.2％と書かれてありますけれど

も、毎年15戸の目標ということの８年分としては

120戸になるので、53戸だと44.2％というところで

はないかと思うのですけれども、それにしてもな

かなか進まないということで、この要因というの

はやはりちょっと個別排水に切り替えるには結構

なお金がかかるというのがやはり要因になってい

るのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 今回は第２次生活排水処

理基本計画でこのような数字になっているのです

が、第１次計画ではやはり最初の時期であってか

なり水洗化してくれる戸数がかなり多かったので

す。２次計画になるとやはり新築する方が少なく

なってきたというのと、あとやっぱり高齢者が多

くなってきているという部分で、やっぱり伸び悩

んでいるというような形と、やっぱりお金的には

やっぱりかかってしまうというところが理由に

なっています。 

○永本浩子委員 言われてみると本当に新築する

ときに一緒にこの水洗化もやってしまえれば一番

いいですし、やっぱり高齢者の方は今までずっと

それで今慣れてきて、今さら水洗化するのにお金

をかけるのもと多分考えてしまうことも、気持ち

もよくわかります。それでも210戸の目標というこ

とで、今さらにということで取り組んでいただい

ているところかと思いますけれども、少しやっぱ

り水洗化の動きというのは少しずつでも見えては

きているのでしょうか。 

○中村昭彦下水道課長 なかなか伸びを、水洗化

する戸数を増やそうといろいろと錯誤はしている

のですが、30年が２戸というところでちょっと私

たちも危機感を感じまして、個別排水していない

家の訪問とあとチラシを配って、こんなに快適で

すよというアピールをさせていただいていて、少

なからず４つですけれども多少増えてきているの

かなというふうにちょっと考えてはいます。 

○永本浩子委員 確かに31年度は６戸整備された

ということで、そういった１軒１軒を回ってのそ

ういった取組が成果として表れたのだと思いま

す。 

 今後もなかなか大変な仕事とは思いますけれど

も、そういったきめ細かい対応で少しずつでもい

いですので進めていっていただきたいと思いま

す。 

 私のほうからは以上です。 

○立崎聡一委員長 次、小田部委員。 

○小田部照委員 私のほうからは水道事業会計に

ついて。 

○立崎聡一委員長 それは後で。 

○小田部照委員 後にします。 

○立崎聡一委員長 認定第２号になるので。 

○小田部照委員 後にします。 

○立崎聡一委員長 次に。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、以上で認定第１号中、水道

部所管分の細部質疑を終了いたします。 

 次に、認定第２号平成31年度網走市水道事業会

計利益の処分及び決算についてを議題とします。 

 では、早速認定第２号平成31年度網走市水道事

業会計の利益の処分及び決算について、細部質疑

を行います。 

 質疑に入ります。 

 小田部委員。 

○小田部照委員 失礼しました。 

 水道事業会計について伺います。 

 網走の水は東藻琴からおいしい水を２つの導水

管を流れて網走に供給しているところだと承知し

ているところでありますが、老朽化した水道管の

敷設替えですね、敷設替えが計画的になされてい

るというところも評価しているところであります

が、31年度実際に敷設替えをした距離、総事業費

は幾らなものだったのか伺います。 

○柏木弦上水道課長 31年度は第１水源系、第２

水源系それぞれ455メートルずつ敷設しておりま

す。 

 事業費につきましては、１億1,385万円となって

おります。 

○小田部照委員 31年度の実績としては把握いた

しました。 

 今後も導水管の敷設替えということが、老朽化

に伴い必要で計画的に進めていくところではある

と思いますが、残りの総事業費含めて距離はどの

程度を見込んでいるのか。 

 また、昨年度の国の有効な補助事業を活用し

て、今までよりも安価な更新、敷設替えがという

ようなお話があったかと思うのですが、そういっ

た流れも含めて御説明していただきたいと思いま

す。 

○柏木弦上水道課長 現在、平成31年度から補助

事業ということで補助金を頂きながら進めている

のですけれども、31年度から稲富地区と東藻琴の

西倉地区のまず４か年で４キロの区間の整備を予
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定しております。その４キロの区間については約

11億円の事業費を充てる見込みであります。 

 その後、網走市内のほうに向かってきまして中

園地区、豊郷地区、潮見地区の14.5キロ、７年か

ら８年かけて概算ですけれども約38億円、その

後、市街地の部分と水源地付近の3.3キロを約10億

円で整備する予定であります。完成は令和18年を

目標としておりまして、全延長41キロを事業費は

58億円程度見込んでおります。 

 あと、今補助金を頂きながら進めているのです

けれども、その補助率としては３分の１補助を頂

いて進めております。 

○小田部照委員 総事業費58億円、令和18年度完

成予定までということで、有効な補助メニューで

３分の１は補助金が出るということで認識いたし

ました。いずれにしても、多額な費用のかかる敷

設替え工事ですが、計画的に進められているとは

いえ、人口減少、給水量の減少に伴って市民の水

道料金が今の料金のまま今後も行く見込みでいる

のか、少しは料金改定をしていかなくてはいけな

い見込みなのか、その辺を伺いたいと思います。 

○野呂俊広営業経営課長 昨年も御説明させてい

ただきましたけれども、補助金を頂けることに

よって３分の１補助財源が、本来借金すべき財源

か浮いたということになりますけれども、その効

果というのは徐々に薄まきに現れてくると思いま

して、今すぐ改善、飛躍的に収支が改善していく

という状況ではないですので、当面は従来から説

明させていただいているとおり、当面現行の料金

のままということで推移していくというふうに推

測しております。 

○小田部照委員 今の料金で当面は料金改定しな

くても大丈夫だという認識でよろしかったです

ね。わかりました。 

 水道事業はこれまでも大変本当に皆さんの工夫

と努力で、安心安価な水の供給に努めていってい

ただいていますので、今後ともよろしく、それに

努めていっていただきたいと思います。 

 取りあえずいいです。 

○立崎聡一委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 何点か伺います。 

 今年度も給水人口では522人の減、戸数でいえば

100戸の減となっております。毎年こんな形でなっ

ているのだと思うのですか、ここ数年の推移につ

いてまず伺いたいと思います。 

○野呂俊広営業経営課長 委員おっしゃるとお

り、給水人口が年々減少していますし、もちろん

総人口も減少して給水戸数も、それから有収水量

もどんどん減少していくということで、これはや

はり総人口の減少に伴う自然減というふうに考え

てございまして、同じように比例して減っていく

というふうに推測しております。 

○松浦敏司委員 なかなか大変ですよね。人口と

それから戸数が減るわけですから、そもそもの収

入源が年々減っていくという点では大変だという

ふうに思います。 

 次に、収益的収入及び支出の表を見ますと、予

算額より決算額が2,699万9,000円の増となってお

ります。平成30年度よりもマイナス432万9,000円

となっているのですが、ここ数年営業収益が減少

傾向にあるというふうになっていると思います。

これは先ほど言いましたように給水人口や戸数が

減少しているというようなことでの状況かなとい

うふうに思うのですが、この点について基本的な

考えを伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 対決算ベースで前年度

より給水収益が減少していっているのは、委員お

見込みのとおり、給水収益、人口減少による給水

人口の減少により少しずつ収益が減少していると

いう状況でございます。 

 冒頭でおっしゃられました当初予算より増加し

ているという部分につきましては、ある業務用の

顧客が当初予想していたよりも減少しなかったと

いうことによって、当初予算の見込みより増加し

たという状況でございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味ではよかったなと

いうふうに思うのです。 

 次に移りますが、昨年も伺いましたけれども、

今後中長期的な給水人口あるいは戸数について、

やはり考えていかなければならない問題だという

ふうに思うのですが、この辺について基本的な考

えを伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 先ほど小田部議員より

次回料金改定のお話も出ましたけれども、私ども

としましては、前回の平成26年の料金改定以降、

毎年定期的に水道料金収支のバランスが取れてい

るかといったようなことを検証をしてございま

す。料金収入がどう変わっていくのかですとか、

先ほど言いました導水管の工事のバランスもござ

いますし、それから減価償却といういろいろなこ

とが想定されますので、それらを細かく分析して

中期的な目線に立って運営をしていきたいという



 

－ 89 － 

ふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 導水管については先ほど小田部委員が質問しま

したので、これは聞きません。 

 監査意見書の26ページに用途別給水量及び給水

収益調というのがありますが、家事、業務、工

業、浴場とも前年より減少しております。しかし

その他のところでは年々増加しているのですが、

この、その他の部分というのは何を示しているの

か、指しているのか伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 その他は観賞用等臨時

給水ということになっておりますけれども、その

ほとんどが臨時給水、仮設給水というか工事現場

などがあった場合に一時的に工事の現場に引くよ

うな給水でして、これらが年々大きな建物を建つ

と臨時給水が増えるものですから、その関係で年

々増加していった状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 そういう意味では、令和２年度という点では様

々なイベントがないというようなことで、一定の

影響が出るのかなというふうな想像もするところ

であります。 

 最後に、網走市市債権の管理に関する条例に

よって債権放棄したというようなものも出ており

ました。水道料で175件39万352円とありますが、

この内容について伺います。 

○野呂俊広営業経営課長 市役所の債権は基本的

に公の債権と市債権というふうに分かれます。 

 それで従前水道使用料というのは公債権で分類

していまして、公債権の市債権の違いは時効の年

数ですとかが違ってくるのですけれども、従前は

水道使用料は公債権の扱いとして取り扱っていた

のですけれども、平成15年の最高裁の判例で水道

料金は市債権であるという判例がなされて、時効

がそれまでの５年、税のように５年間だったもの

が時効の期間が２年になったという判決になりま

した。それで、２年たったから自動的に時効を迎

えて債権がなくなるかといいますと、援用と言い

まして、債務者側がこの債権はもう支払わなくて

もよいですねという意思表示を行って初めて時

効、債権が消滅するのですけれども、そういうこ

とになります。 

 ところが実際問題として、そういう方が２年

たった後に援用するかということになれば、実際

事実上する方はほとんどいなくて、もちろんこち

らのほうから援用してくださいという促すもので

もないですから、その債権がずっと残ったままに

なるという事態になりまして、時効期間の２年は

過ぎたのですけれども債権としては生き続けてい

るということで、これがもう地方公営企業上の財

務諸表に載った場合に、回収見込みがない未収金

という債権がこの帳簿上に載るということになる

のは、ある意味経営状況を正しく表していないと

いうことで、一般債権に落として帳簿外管理をし

ていたものがございます。帳簿外管理といいます

と一見裏帳簿みたいなイメージ持つのかもしれま

せんがそうではなくて、法律上、財務諸表上は消

滅したけれども法律上は残しているという債権の

位置づけでして、それを残していたのですけれど

も、その債権を本来であれば債権を放棄するとい

うことは議会上の、地方自治法上の96条で議会の

議決が本当は、本当はというか必要なのですけれ

ども、多額にわたる何件もの何百件の債権を一旦

一旦、その年度ごとに議会に諮るのかという問題

もありまして、それがずっと残っていた部分があ

ります。そういった問題を全国の最高裁の判決以

降抱えていまして、それで全国的に債権の条例と

いうのが出来始めまして、網走市においても債権

の、いわゆる不良債権を放棄できるような条例を

整備したというのがこの債権放棄でして、それが

この決算書に載っている債権放棄ということにな

ります。 

 以上でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 私のほうからは以上です。 

○立崎聡一委員長 次。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、以上で認定第２号平成31年

度網走市水道事業会計の利益の処分及び決算につ

いての細部質疑を終了します。 

 ここで理事者入替えのため、着席のままお待ち

ください。 

午後３時05分休憩 

午後３時06分再開 

○立崎聡一委員長 再開いたします。 

 それでは引き続き、認定第１号中、市民環境部

の所管に関する細部質疑を行います。 

 質疑に入ります。 

 澤谷委員。 

○澤谷淳子委員 成果等報告書の34ページの中

段、集会施設設備改修事業についてです。 

 この事業はここに書かれているのですけれど
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も、町内会からの要望がないとやっていただけな

い事業でしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 集会施設設置改修事

業の内容でございますが、こちらの事業につきま

しては地域住民が気楽に集まり親睦を図る場とし

て……。 

 失礼しました。 

 基本的に町内会からの要望に基づき、補助金を

出しております。 

○澤谷淳子委員 それでは、既に31年度は５件の

改修と照明のＬＥＤ化を１件終了したということ

ですけれども、いずれも要望があったのでこれが

できたのですが、あと要望はないのだけれども、

例えばＬＥＤ化はやっているこういう集会所とい

うか、あとどれぐらいやっていないところがある

のかというようなことは掌握しておりますでしょ

うか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 ＬＥＤ化の設置状況

ですが、基本的に町内会からの要望があったとき

のみ補助を出しております。 

 補助率については５分の４となっております

が、ＬＥＤ化をされていない町内会も確かにござ

いまして、件数については正確には把握はしてお

りません。 

 こちらの事業につきましては、毎年９月から10

月に各町内会に要望調査を実施して行っておりま

す。 

○澤谷淳子委員 それでは、すみません、この事

業が、では始まったのはいつからだったのでしょ

うか。過去からはもうどれぐらい改修が進んだの

でしょうか。 

○湯浅崇市民活動推進課長 この事業につきまし

ては平成18年度から実施しております。 

 毎年いろいろな修繕がございまして、全ていろ

いろあるのですけれども、昨年につきましては６

件の町内会から要望があり実施したということで

ございます。 

○澤谷淳子委員 了解しました。 

 それでは次、今度38ページの上段、し尿処理事

業についてお伺いいたします。 

 先ほど水道部のところで永本議員が質問いたし

まして、下水処理のいろいろ件数とかも聞いたの

ですけれども、これは下水道がもちろんない地域

で今も水洗化されていない地域とか件数とかでこ

のし尿を処理をするのですけれども、先ほどの水

道部のお話で平成24年から14年間210戸をもし目標

を達成していくとしたら、変な話なのですけれど

も、このし尿処理の金額がどれぐらい減るので

しょうか、というか、すみません……。 

 最初初めのときに、期間を平成12年度から平成

23年度までの12年間で360戸の目標に対して306戸

の水洗化ができたということで、そのときのもし

数字がわかれば、平成12年度と平成23年度でどれ

ぐらいこのし尿処理の予算というか、小さくなっ

たのでしょうか、306件が水洗化したことで。 

○近藤賢生活環境課長 し尿処理事業の関係でご

ざいますが、ただいま合併処理浄化槽の区域のと

ころが増えて、浄化槽が増えていって、し尿処理

の件数が減るとどのぐらい変わるかということな

のですが、現在平成24年と今の数値の違いを持ち

合わせていないのですが、１台のくみ取りの車を

走らせて、し尿収集していますので200件ぐらい、

200件程度水洗化が減ったとしても、し尿処理事業

の車の運転とクリーンセンターの運転は続きます

ので、さほど大きな件数はないと思います。 

 しかし、し尿処理手数料が仮に200件減ったとし

て、大体年間２回くみ取りをすると大体基本料金

ベースで100万円ぐらい、し尿処理手数料は減るの

かなというふうな推計はできます。 

○澤谷淳子委員 わかりづらい質問をしましてす

みませんでした。わかりました。 

 そうすれば、この200件が達成できたとしても、

ちょっとそれとはまたちょっと違う手数料の部分

で安くなるだけで、この予算というのはやっぱり

では続くということですね。 

○近藤賢生活環境課長 し尿収集の費用とクリー

ンセンターの維持費用は固定費的な面があります

ので、この事業が続く限りは現状の予算が必要と

考えております。 

○澤谷淳子委員 了解いたしました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、村椿委員。 

○村椿敏章委員 後期高齢者医療制度の件で幾つ

か質問します。 

 成果のほうでは28ページ、あと決算書でいくと

360ページですけれども、まず収入の部分で特別徴

収とそれから普通徴収がありますが、また補正で

400万円、100万円と増やしておりますが、その辺

の部分についてわかりやすく説明していただけた

らと思います。 

 それから、特別徴収と普通徴収の対象人数です

か、人数についてわかりましたらお示しくださ
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い。 

○清杉利明戸籍保険課長 普通徴収と特別徴収の

調定件数でございますが、平成31年度におきまし

ては特別徴収が3,768件、普通徴収のうち口座振替

をしている方が1,210件、納付書による納付が604

件、合計で5,582件となっております。 

 また、普通徴収を増額した理由ということでよ

ろしかったでしょうか。 

○村椿敏章委員 お願いします。 

 内訳は難しいのですが、基本的には後期高齢者

の広域連合に納める納付金の増額によりまして、

そこについては当初賦課後であれば、をした後に

財源補正的に増額をしているということだと思い

ます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に収納率ですけれども、前年が99.42％に対し

て99.27％、滞納繰越分で24.41％と低くなってお

りますが、この要因は何かと考えているか伺いま

す。 

○清杉利明戸籍保険課長 普通徴収でいきます

と、前年度より0.1ポイントほど下がっておりま

す。また、滞納繰越においては12ポイントほど下

がっておりますが、一概に詳細な理由というのは

特にはないのですが、当然ながらその時々といい

ますか、昨年度の後期高齢者加入者の収入の状況

ですとか、もろもろの要因があろうかとは思って

おります。 

○村椿敏章委員 理由については、なかなかつか

めないというところですね。わかりました。 

 次に、後期高齢者医療制度のほうは繰入れとい

うのが、繰入金というのがあるのですけれども、

１億4,030万円ですか、これ民生費のほうから出て

いますが、これとそれから国保会計とかそういう

他会計からも入ってくると思うのですが、そこに

ついてはどこに記載されているのか伺いたいと思

います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず、後期高齢医療の

特別会計のほうへの一般会計からの繰入金につい

ては、一般会計のほうでは繰出金として事業とし

て計上しております。歳入のほうにおきまして

は、後期高齢のほうにおいては繰入金として歳入

として計上しているということです。国保会計か

らこちらの後期高齢のほうにというのは特には、

国保会計のほうで後期高齢者支援分としまして、

保険料として徴収して国保会計から北海道のほう

に納付金として納める部分はございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。ここに入ってく

るかと思ったものですから、違うのですね。了解

です。 

 それで、今のこの繰入金が１億4,000万円なので

すが、これはまた補正で591万5,000円下がってい

るのですけれども、これもその広域連合の関係な

のでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 利用した医療費の関係

もございますし、当市として医療費がかかった部

分で国や北海道からの補助金等を差し引いた金額

を納めることになるのですが、その経費の関係も

ございます。 

○村椿敏章委員 わかりました。 

 次に軽減措置についてなのですけれども、軽減

措置の２割とか８割とか、その対象となる人数に

ついて伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 低所得者に対する保険

料の軽減者数でございますが、平成31年度につき

ましては3,985人となっております。軽減額としま

しては、金額としては１億3,325万円となってござ

います。 

○村椿敏章委員 軽減割合ごとの人数はわかりま

すか。 

○清杉利明戸籍保険課長 もともと９割軽減だっ

たのが、平成31年度からは経過措置の解除により

８割軽減になっているのですが、そこが1,243件、

それから8.5割軽減が1,352件、それから５割軽減

が768件、それから２割軽減が624件で、合計3,985

件となっております。 

○村椿敏章委員 この割合、軽減の割合が毎年の

ように変わっていくのですけれども、後期高齢者

医療制度の場合２年に一度見直すということなの

でしょうが、この軽減割合が毎年のように変わる

というのは、これはどうして変わってくるので

しょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 もともとの制度としま

しては、所得の低い方に対する軽減制度としては

本来７割軽減、５割軽減、２割軽減の３段階と

なっておりました。それから、この後期高齢の制

度の開始によりまして、平成29年度から９割軽減

という制度もできたのですが、国としては本来の

７割軽減に戻すというようなことを段階的にもう

決まっておりまして、その途中ということで平成

31年度からは９割軽減だったところが８割軽減に

引き下がっているということでございます。 

 また令和２年度、今年度からにつきましては、



 

－ 92 － 

8.5割軽減だったところが7.75割の軽減に引き下が

りますし、また８割軽減のほうは本来の７割軽減

のほうに変更されております。 

○村椿敏章委員 そういう流れなのですね。 

 今の対象者でいくと９割、それから8.5割、合わ

せると2,500名、約2,600名ぐらいですか、の方が

対象になると思うのですが、その方たちの保険料

がどうしても上がってしまうというのが現状だと

いうことですね。 

○清杉利明戸籍保険課長 軽減割合が引き下がり

ますので、当然保険料額としては逆に引き上がっ

ていくということになります。 

○村椿敏章委員 後期高齢者医療制度は、75歳以

上の方だけ分けて医療制度でやりくりするという

ところは非常にやっぱり問題があるとは思うので

すけれども、この間年金からも当然天引きされる

わけで、年金生活者の暮らしも大変になっている

という現状なのですが、その辺については市の認

識としてはどんな状況なのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 特別徴収としまして年

金のほうから引き去るという制度がございます

が、収納率、負担の公平ということで、保険料の

収納率を皆さんに公平に負担していただくという

観点からも、特別徴収はほぼ100％でございますの

で収納率の向上という点からも、また財政運営の

面からも必要な制度だというふうに考えておりま

す。 

○村椿敏章委員 当然必要な制度ではあります

が、わかりました。終わります。 

○立崎聡一委員長 ここで10分休憩いたします。 

午後３時27分休憩 

午後３時37分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

 石垣委員。 

○石垣直樹委員 決算書の175ページ、確認なので

すけれども、戸籍事務電算化事業につきまして、

これは何年計画の事業になりますか。 

○立崎聡一委員長 石垣委員、もう一回。 

○石垣直樹委員 175ページの戸籍事務電算化事業

につきまして、こちらは何年間の事業になります

か。 

○渡邉眞知子戸籍保険課参事 戸籍事務電算化事

業ですが、こちら平成28年の10月に稼働しまして

翌年から支払いが始まりまして、本年度で終了す

る予定になっております。 

○石垣直樹委員 わかりました。 

 以上です。 

○立崎聡一委員長 次、永本委員。 

○永本浩子委員 それでは報告書の39ページ、あ

ばしり健康マイレージ事業についてお伺いいたし

ます。 

 毎年聞かせていただいていますけれども、徐々

に利用者、達成者が増えてきているかと思います

けれども、今回232名ということで、これまでの

ちょっと人数をもう一度改めてお聞きしたいと思

います。 

○清杉利明戸籍保険課長 この事業につきまして

は、平成28年度より開始をした事業でございます

が、その達成者数につきましては平成28年度が83

名、平成29年度が153名、平成30年度が165名、平

成31年度が232名となってございます。 

○永本浩子委員 本当に最初の頃から比べると大

分増えてきたなという思いで、うれしく思ってお

ります。 

 この中で、社保が加わったのはいつから加わり

ましたか。 

○清杉利明戸籍保険課長 国保以外の後期高齢社

会保険等も、平成29年度よりはほかの事業に対し

ても助成をしております。 

○永本浩子委員 翌年からもう加えていただいて

いるということで、やはり国保の方、結構前から

少しずつ多くなっているのですけれども、これか

ら伸び代としてはこの社保の部分を伸ばしていけ

ると、網走にとっても40代、50代の働き盛りの方

の健康管理という形でも生きてくるのではないか

と思うのですけれども、そういったところの取組

としては何か考えている部分というのはあります

でしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 達成者の多くは60歳以

上というのが４分の３ほど以上を占めているので

すが、若い世代から健診等を受診していただきた

いということで、平成30年度から30歳以上を対象

者として拡大をしているところでございます。 

 また、国保、後期高齢については、保険証の送

付時等を含めまして周知をしておりますが、なか

なか社会保険のほうとなりますと当市のほう、当

課のほうでは社会保険加入者の情報がないとかと

いうので、直接ダイレクトメールのような案内を

送ることはできないので、市内機関のほうにポス

ター等を掲載するですとか、市の広報等も活用し
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ながら周知に努めていきたいというふうに考えて

おります。 

○永本浩子委員 ちょっと管轄外ということで、

今までなかなか手が伸ばせなかった部分だと思う

のですけれども、この健康マイレージの趣旨を考

えてもやはり30代ファスト健診も始まりまして、

そういった部分とか、40代50代の働き盛りの方た

ちも健康に関心を持っていただいて、その一つの

励みとしてこういった健康マイレージ事業にも参

加していただければと、私は思っているところな

のですけれども、例えば商工会議所で出している

会議所だよりとか、そういったところに健康マイ

レージ事業に、ぜひ参加していただきたいという

ことを一文でも載せていただくとか、そういった

ことも可能かと思いますけれども、どうでしょう

か。 

○清杉利明戸籍保険課長 あらゆる媒体を含めま

して、周知の方法等については研究していきたい

というふうに思います。 

○永本浩子委員 ぜひその辺のところは取組のほ

うをしていただきたいと思います。 

 そしてまた毎年毎年少しずついろいろな形で工

夫をしていただいていまして、前年度分の４ポイ

ント達成ができなくても４ポイント分は持ち越せ

るとか、説明に関しても中身的にすごくわかりや

すくなってきたりしていまして、平成２年、今年

に関しては多分カードを一緒に、説明のものと一

緒にして切り抜く形にしてくださったのだと思う

のですけれども、いろいろと工夫している点とか

またありましたらちょっと教えていただきたいの

ですけれども。 

○清杉利明戸籍保険課長 今年度からでございま

すが、カードをチラシの中に印刷しまして、それ

を切り取っていただくような方式に今年度から変

えておりますが、なかなか別で持っていると紛失

してしまったりですとか、なかなか周知の内容と

カードが別々で持っているとその内容がわからな

かったりですとか、受診ですとかそういう対象と

なる事業内容がわからなくなったりというような

こともありましたので、今年度からはチラシの中

にポイントカードを一緒にしたというような改良

をしているところでございます。 

○永本浩子委員 毎年新しい工夫をしていただい

ているところに感謝したいと思います。 

 また、この商品内容の野菜クーポン券なのです

けれども、私も去年20ポイント達成できまして

3,000円の野菜クーポン券頂いて、この間やっと

1,000円分を使ったのですけれども、なかなかその

直売所まで行くというのが、ふだん買い物に行く

方向と違う方向に行かなければいけないというこ

とで、あとの2,000円分を期限内に早く消化したい

と思っているところなのですけれども、この野菜

クーポンを使った分というのは市のほうに多分

戻ってきて、そこで換金をするという形になるの

だと思うのですけれども、どれぐらい発行して達

成者に渡した分の中で実際使われた分というのは

どれぐらいかと、その数というのはわかるので

しょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 平成31年度におきまし

ては、その野菜購入クーポンを利用した金額とし

ましては53万3,000円となっております。 

 ただ、3,000円全部使った方もおりますし、その

うちの一部だった方もおりますし、また年度末に

近くなってから達成した方については、その年度

では野菜が買えないので翌年度以降に購入できる

クーポンを希望されている方もおりますので、実

際のこの53万3,000円の実人数というところまでは

押さえていないところです。 

○永本浩子委員 232名の3,000円ということなの

で、約70万円ぐらいが使われれば次の年に持ち越

さなければということだと思うのですけれども、

やはり使い切れていない分というのはどうしても

あるのかなというところで、何かちょっとまたそ

ういったところを、せっかくの野菜クーポンをぜ

ひ有効に使っていただければと思いますので、そ

ういったところの工夫等も今後検討していってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは次に決算書のほうの201ページ、ペット

管理事業の中の畜犬登録事業62万737円というのが

あるのですけれども、この事業の内容は狂犬病に

関するあれでしょうか、内容をまずちょっとお聞

きしたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 畜犬登録事業の内容でご

ざいますが、狂犬病予防法に基づく犬の登録が主

な事業です。 

 注射済み票、そして登録票を作成すること、あ

と巡回して予防接種をすることがこの事業の内容

となっております。 

○永本浩子委員 やはり狂犬病の予防接種の関係

で犬の登録が必要となっているということだと思

います。 
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 現在の市内で飼われている犬というのは何頭い

るかということはわかるのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 平成31年度末の犬の登録

数なのですが1,485頭、そして大体、犬の登録100

％ではないのですが大体７割ぐらいということで

推定をしています。 

○永本浩子委員 ということは、プラスあと約３

割ぐらい、2,000頭まではいかないですけれども、

それぐらいの犬が飼われているのではないかとい

うことになるかと思います。 

 あと、犬以外のペットに関しては掌握というの

はなかなか難しいというところでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 犬につきましては狂犬病

予防法で登録が義務づけられておりましてこのよ

うな統計数字が出るのですが、その他の猫ですと

か小鳥ですとかそういったペットについては、飼

育数は把握していないところです。 

○永本浩子委員 ということは、かなりの方が犬

だけでもこれぐらいの数が飼われていて、プラス

猫とか小鳥とかほかのペットを入れるとかなりの

方がペットを飼われているということで、一般質

問でも今回ペット同行避難ということについて質

問させていただいたのですけれども、例えば犬だ

けにしてもこの登録事業の際とか狂犬病の予防接

種のときに、ペット同行避難に向けて飼い主側が

やはり事前に準備する必要性というのはとてもあ

ると私は思っているので、そういった内容等を飼

い主の方に渡すということはちょっと課が違うか

もしれませんけれども、可能なのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 今ペットは家族の一員と

いうことで、避難所でもペットを連れていくとい

うことが大きな流れになっております。 

 当課としましては、避難所を運営する部署と連

携して、何か避難所を運営するほうでペットの同

行避難の準備があるということが決まるのであれ

ば、この予防接種の際に一緒にチラシを配る、ま

た生活展の際に御案内をするということで進めて

いければと考えております。 

○永本浩子委員 網走の避難所マニュアルの中に

も、一応もうペット同行避難ということが書かれ

てありまして、詳細を詰めるのはこれからで少し

時間はかかっていくのかなと私も、内容的に難し

い部分がたくさんありますので、ただやっぱり防

災関係の部署と連携を取っていただいて、ペット

に関しては、いつも食べている餌は避難のときに

持っていけるようにきちんと用意をしておくと

か、何か薬を使っている場合はそれもきちんと用

意をしておく、様々なそういった事前の準備とい

うこと、そしてまたは避難所に連れていったほう

がいいのか、大きいとやはりちょっと無理だった

りすると、分散避難という形でペットを連れて

いってもいい親戚とか友人の家があればというこ

とで、様々な事前の準備が必要なので、ぜひ

ちょっと連携を取りながら、その辺が一歩ずつス

ムーズに行くように取り組んでいっていただきた

いと思います。 

 次に、ごみ収集事業についてお聞きしたいと思

います。 

 昨年の計画では違反ごみの件数が平成28年４月

で3,760件、平成29年９月で5,247件、平成30年の

月平均としては7,383件ということで答弁があった

ところですけれども、徐々にちょっと増えている

というのが実感でしたが、平成31年の状況はどの

ようになっているのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 平成31年度の違反ごみの

数ですが、前年度と比べますと月平均では7,577件

と若干増えております。 

○永本浩子委員 ちょっと残念なことですけれど

も、若干ですけれども増えているということで、

特定の決まったところに違反ごみが集中している

ことが多いということで、そういったところに職

員の方が出向いて指導していただけるという答弁

もありましたけれども、そういった動きというの

は平成31年度どれぐらいあったのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 集中しているというとこ

ろで言いますと、特に集合住宅といったところが

多いので、そういったところには施設の管理者の

方にチラシを配布するなどをしております。そこ

をちょっと何回もあったかという、ちょっと統計

は持っていないのですが、令和２年に入りまして

一番新しい８月の月別の件数では6,597件、そして

令和２年４月以降は6,000件台で推移しております

ので、昨年の月当たり平均に比べたら1,000件以上

落ちているということで、若干改善されていると

いうふうには感じております。 

○永本浩子委員 そうやって動いていただいた成

果だと思いますけれども、少しずつ減っていると

いうことでいい傾向に来ているのかなと思ってお

ります。 

 また、生ごみの収集車の後を黒だかりのカラス

の大群が追いかけていくのを何度か見かけている

のですけれども、ちょっと観光ということで、今
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コロナであれですけれども、売っている当市とし

てはあの風景はちょっと私もどうなのかなという

ことで、これは何とかならないのでしょうかね。 

○近藤賢生活環境課長 生ごみの収集車にカラス

が寄るのは当課でもわかっていることでございま

して、町の中を収集するときにどうしても移動す

るときにネットをかけられない短い移動があるの

ですが、収集が終わって処分場まで走るときには

必ずネットをして落とさない、そしてカラスを寄

せないという対応はしています。町の中を収集す

るときも、収集委託業者と協議をしてカラスが寄

らないような対策について話し合っていきたいと

考えております。 

○永本浩子委員 なかなか大変なことだとは思う

のですけれども、何か工夫して少しでもそれが抑

えられるようでしたら、ぜひその辺のところを

ちょっと研究していただいて対策をお願いしたい

と思います。 

 あと不法投棄物の回収事業なのですけれども、

ちょっと基本的なことでこの予算21万8,000円で決

算20万231円ということなのですけれども、この中

身というのは回収というか、パトロールに回る車

のガソリン代とか人件費とかそういったところの

お金なのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 不法投棄回収事業のこの

費用でございますが、これは基本的には不法投棄

された家電ですとかベッドとかソファーとかいっ

た、お金のかかる投棄物の処理費用として役務費

として、昨年度については18万7,990円が処理手数

料、そして１万2,000円は不法投棄に関する啓発看

板をつくる材料費となっております。 

○永本浩子委員 わかりました。中身については

了解いたしました。 

 それで、平成29年にかなり大量の不法投棄が

あって、その不法投棄をした個人も特定されて報

道もされましたけれども、平成30年は悪質なもの

はそれほどないということでしたけれども、平成

31年はどういう状況だったのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 平成30年はたしかに悪質

なものはなかったのですが、昨年度は引っ越しご

みを住宅地ですとか学校の近くの山林の中に大量

に投げられる事案が１回ありまして、それにつき

ましては警察のほうにお願いをして捜査をしてい

ただいて、報道に出てしまったという経過があり

ました。 

○永本浩子委員 何かやはりそういう人はまだま

だいるのだなということで、ちょっとがっかりも

しましたけれども、これからもちょっと不法投棄

ができるだけ少なくなるように対応のほうお願い

したいと思います。 

 あと、埋立処理事業についてなのですけれど

も、予算では6,994万1,000円だったのが決算では

7,483万8,000円に増えているということで、これ

はやはり埋立てごみの量が予想したより多かった

ということで、この金額が増えたということに

なったのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 埋立処理事業でございま

すが、委員の御指摘のとおり500万円近く予算を上

回っております。これは埋立て処理量は確かに多

いこともございます。それにしたがって、水処理

施設で水質が悪くなるので、水道の水で薄めてご

みの侵出水を下水道に投入しているということが

ございまして、その分で水道代だけでも400万円ぐ

らい上回っていると、あとそのほか委託料につい

ては、これの最後の消費税２％上がった分も足し

ていましてこういった決算となっております。 

○永本浩子委員 水道代で、そういう形で処理さ

れて水道料金が400万円もプラスということで

ちょっと驚きました。やはりちょっとこの埋立て

ごみの量が多くなっているということと、心配し

ているのはその埋立てごみの中に、かなりの生ご

みが混入しているのではないかということなので

すけれども、この実態に関してはどうなのでしょ

うか。 

○近藤賢生活環境課長 埋立てごみの中に生ごみ

残渣というものがありまして、資料のほうに示し

た数字でございますが、これが想定より多く上

回っている結果もございます。こういったことに

ついては早急に改善していきたいと考えておりま

す。 

○永本浩子委員 ぜひそういった意識啓蒙と、実

態はなかなかやっぱり高齢化が進んでいくと、認

知症も進んでその辺のところが大変難しくなって

くると思うのですけれども、対応のほうもお願い

したいと思います。 

 また、心配なのが埋立てとして使えるスペース

がこのままちょっと予想よりも多いペースでいく

と、当初の計画よりも早く埋まってしまうのでは

ないかと思うのですけれども、その辺のところは

どんな感じなのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 埋立ての処分場の関係で

ございますが、施設を造ったときの計画の埋立量
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4,468トン、これ年間当たりです。実績として今

8,100トンほど入っておりますので、これを改善す

るために、現在施設の改良等の検討に着手してい

るところでございます。 

○永本浩子委員 かなり想定していたよりも倍量

に近いぐらいの埋立ての量になっているというこ

とだと思うのですけれども、一般家庭から出るご

みもそうなのですが、企業のほうの分別というの

はどうなのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 事業系のごみにつきまし

ては、許可業者が運んでくる分があるのですが、

そのあたりは分別確認して徹底して分別をしてい

ただくようにお願いしているところですが、若干

一部の事業所においては全てのごみを一緒にして

いるようなところも中にはございますので、そう

いったところはまた一つ一つ回って改善を進めて

いきたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、私が勤めている薬局で

も、薬の空き箱はもう相当大量に出るのですけれ

ども、紙、資源ごみの紙に出してもらいたい、雑

紙のほうに出してもらいたいのですけれども、結

局のりとかテープが取れないと、もう忙しいとみ

んな埋立てに入れてしまって、私が行くとそれを

きれいに剥がして紙と埋立てで分けるという、い

たちごっこをしている感じなのですけれども。何

かそこら辺のところも、もう一度企業関係にも分

別のちょっと詳しいものというか、もし、のりと

かテープが多少ついていてもオーケーとなった

ら、もう全部紙のほうに出せてしまうというのが

あるのですけれども、その辺のところもちょっと

徹底していただけると、大分この埋立ても減るの

ではないかなということを感じているのですが、

いかがでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 事業系のごみについても

改めて啓発資料を作成する時期がそろそろ近づい

てきますので、改めて説明をしていきたいという

ふうに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、一般家庭のほうも企業の

ほうも予想よりかなり埋立てごみが上回っている

ので、ぜひ協力をということで啓蒙のほうよろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、203ページの空き家等対策事業についてお

聞きしたいと思います。 

 昨年の決特で、市内の危険と言われる特定空き

家は11軒ということで建築課長のほうから答弁を

頂いたのですけれども、所管は生活環境課のほう

ですので、現時点での特定空き家というのは何軒

あるのかお聞きしたいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 現時点31年度末の特定空

き家なのですが12軒、それで現在も12軒というこ

とで登録をしております。 

○永本浩子委員 建築課のほうで進めている空き

家の解体補助金の関係で、平成31年度３軒の空き

家、特定空き家の解体ができたということだった

のですけれども、この３軒を除いても12軒残って

いるということでよろしかったのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 それを除いても12軒とい

うことになります。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 この空き家の関係なのですけれども、徐々に解

体が進んでいるのはうれしい限りなのですけれど

も、その特定空き家の中でも特にやっぱり危険度

が高くて、近隣の市民の皆さんからも強風が吹く

ともうトタンが剥がれて飛んできたりとか、景観

も悪いし危ないしということで、私も何度か御相

談に伺ったことがありますけれども、そういった

特に危険度が増しているところに関しては、なか

なか進まないというのが実態ではないかと思うの

ですけれども、今後どのような対策を取っていこ

うと考えていらっしゃるのでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 特定空き家につきまして

は、相続人となられる方と交渉をしまして、除却

をしていただくように勧めているところでありま

すが、その相続人となられる方も高齢な方もい

らっしゃったりしまして、途中まで話が進んだ後

に体の調子を悪くされて、そのまた下の息子さん

娘さんとお話をした際に、もう一回振出しに戻る

とかそういったケースもあります。 

 なお、特定空き家になったような家につきまし

て、例えば大雨とか強風が吹いて非常に危険な状

態になるということになれば、市のほうで緊急安

全代行措置という応急措置的なものを実施して、

その費用は相続人の方、所有者の方に請求すると

いうこともしておりまして、そういった形で周辺

の住民の方の安全は確保してまいりたいと考えて

おります。 

○永本浩子委員 緊急時の対応ということでやっ

ていただけるということで、強制代執行、一応条

例としては制定はされていますけれども、やはり

高額の費用がかかるということで、なかなかそれ

を実行するというのは難しい状況なのだとは思い

ますけれども、本当に事故等が起こる前にその辺
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のところの対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 私のほうからの質問は、以上で終わらせていた

だきます。 

○立崎聡一委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 初めに廃棄物の関係であります

が、委員会資料の中でありました家庭系の持込み

というのが増えてきているという状況で、料金改

定のときに持込みの量を極力避けるといいますか

少なくするために、料金を大幅に値上げしてとい

うようなこともあったのだと思います。 

 しかし、現実には年々その持込み量は増えてい

るというのが実態だというふうにこの表を見れば

感じるわけですが、今現在１日当たりどれぐらい

持込みというのがあるのか、あるいは月平均、年

間どのぐらいなのか、まず伺います。 

○近藤賢生活環境課長 家庭の持込みのごみの関

係なのですが、平成29年度年間で7,160台、30年度

が8,686台、31年度が9,739台と、委員御指摘のと

おりどんどん増えております。 

 また、月別で見ますと７月までまとめてあるの

ですが、令和２年７月は一月で990台、31年の７月

は795台と、これはちょっと家の中で巣籠もり的な

ことで家の片づけが増えて急に台数が上がったこ

ともあるとは思うのですが、総体として月別、日

当たりの台数も増えているというふうに感じてお

ります。 

○松浦敏司委員 問題はこのまま増えていくと多

分近隣の人たちからの苦情などもあるのかもしれ

ないし、その辺今後の対応というのはやっぱり何

らかの求められると思うのですか、その辺はどの

ようにお考えでしょう。 

○近藤賢生活環境課長 個人の車が増えたことに

よって、道路上にごみが落ちているといった苦情

が地域から多々ありました。そういったことで、

定期的に処分場のほうではごみをきちんと積んで

走ってくるように、落とさないようにという啓発

をしております。 

 また、搬入台数を減らすためにはステーション

に出せるような誘導、例えばごみ処理券でごみが

出せるだとか、料金をこれ以上変えることは難し

いと思いますので、さらなる啓発を進めていかな

ければならないと考えております。 

○松浦敏司委員 やはりステーションを使っての

処理というのが基本的に推進しないと、なかなか

持込みは減らないだろうというふうに思いますの

で、その辺での徹底もしていってほしいというふ

うに思います。 

 それから、資源物の関係で生ごみ堆肥化処理量

というのがあるのですが、これは平成29年から３

か年載っているのですけれども、29年は2,507ト

ン、30年が548トン、それから31年が1,049トンで

すか８トンですか、となっているのですけれど

も、これはどんなふうに原課としては見ているの

でしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 生ごみ堆肥化処理量は、

先ほど委員のほうで読み上げていただきましたけ

れども、それと反対に埋立量のほうに生ごみ残渣

というのがあります。この生ごみ残渣が増えてい

る理由というのがございまして、こちらにつきま

しては現状の実は堆肥化施設について、これまで

生ごみ残渣を減らすために破袋機の作動状況です

とか堆肥化の手順について、委託業者とともにそ

の方法について検討したところです。そういった

ことで、現在よりよい堆肥化の方法に検討を進め

ていますので、この施設を改良改善して生ごみ残

渣を何とか減らすような形を今考えているところ

です。 

○松浦敏司委員 あとこの生ごみを堆肥化すると

いう、そういうこともしていて、小学校とかそう

いったところにも配っているということで、堆肥

化の量も増やすような報道も見たりしたのです

が、現実にはどんなふうな方向でこの堆肥化とい

うのは進めているのでしょう。 

○近藤賢生活環境課長 この堆肥につきまして

は、副資材バークと混ぜて堆肥をつくるわけでご

ざいますが、年度初め４月ぐらいにその堆肥をふ

るって肥料として袋詰めをして、希望する小学校

や中学校そのほかの学校、そして花を植える団体

ですとか町内会に配るということをしておりま

す。 

○松浦敏司委員 やはりし尿処理の関係でも堆肥

化していますけれども、やはりこの生ごみを使っ

ての堆肥化というのはやはり大事なことだと思う

のですね。これを推進することによって市民の意

識も、さらにごみに対する認識が変わるというふ

うに思いますので、これをできるだけ積極的に普

及するということも大事な事業だなと私は思うの

ですが、その辺いかがお考えでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 堆肥を配るということ

は、皆さんが家で出た、家庭で出たごみ、事業で

出たごみ、生ごみが堆肥になるということで、非
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常にいい啓発活動になると考えておりますので、

この堆肥をつくることについては積極的に進めて

まいりたいというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 次に移ります。 

 国民健康保険特別会計についてであります。 

 委員会資料の24ページにありますが、昨年も

伺ったわけでありますが、調定額で４年間を見る

と、昨年は300万円から500万円、それから500万円

から1,000万円、1,000万円から2,000万円、2,000

万超がそれぞれ調定額が前年度よりも高いことに

ついて、答弁ではその世帯が増えているのでと、

そうなっているというふうに答弁を頂きました。

平成31年度の決算では、これが大きな変化が見ら

れるというふうに思います。ゼロ万円、ゼロ万円

から30万円、30万円から80万円で調定額が大幅に

上がっていると。80万円から150万円が少し下が

り、150万円から300万円、それからこれが大きく

下がり、300万円から500万円、500万円から1,000

万円、1,000万円から2,000万円、2,000万円超は前

年より下がっているというふうになっています

が、この辺どのように見ているのかを御説明いた

だきたいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 所得別によります調定

額の推移でございますが、世帯数の増減、またそ

れぞれ世帯ごとの世帯員の人数、また所得の状況

というのも毎年変わってきます。そういった中

で、低所得者のほうでの調定額は昨年と比べると

増えているわけでございますが、この辺につきま

しても全体として所得が下がっているという面も

あるでしょうし、またそれぞれの、昨年度は高い

収入のところにいたけれども今年度は低い取得の

区分になったという場合もありますし、様々な要

因が複合していると思いますので、なかなかそれ

ぞれの世帯ごとにおきます調定額の推移というの

はなかなか分析は難しいというふうには思ってお

ります。 

○松浦敏司委員 とはいえ、今ちらっと答弁にも

あったけれども、やっぱりそういう所得の低い、

低くなった人たちが一定程度いるから、やはりこ

ういった数字が多分調定額として出てきているの

だろうというふうに思うのです。その辺が前年と

の大きな違いだなというふうに私なりに思ったわ

けです。 

 未納額を見ますと、ゼロ万円、それからゼロ万

円から30万円、30万円から80万円で未納額が増え

ています。未納世帯ではゼロ万円から、あるいは

ゼロ万円から30万円、30万円から80万円で増えて

いるということであって、この状況について原課

としてはどんなふうに見ているのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 当然調定額も低所得者

の階層については増えておりますので、収納率と

しては低所得者のほうも、例えばですがゼロ万

円、所得がない世帯によっては昨年度は91.33％で

したけれども、94.47％に収納率としては未納額と

未納世帯数としては上がってはいますけれども、

収納率としては上がっておりますので、一概に未

納額が上昇したからということで収納率が逆に上

がっていますので、一概にそこの階層というのは

また一概に一致しているものではないと思います

し、また低所得者のほうで言いますと、保険料の

軽減もあり、制度もございますので、その辺との

兼ね合いで低い世帯であっても収納率が上がって

いるのかなというふうには感じております。 

○松浦敏司委員 確かにそういう部分もあるかと

いうふうに思います。ただ収入がほとんどないと

言われている人たちは、預貯金で暮らしているの

かなというふうにも思いますけれども、大変な中

で納めているのだろうというふうに思います。 

 次に、成果表の14ページに出産育児一時金とい

うのがあります。平成31年は前年より５件多い41

件と、葬祭費が同じく前年、これは前年と同じ47

件とありますけれども、この２つの推移について

どのようなお考えか伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず出産育児一時金に

つきましては５件増ということでありますけれど

も、市全体の出生数と、またこれは国民健康保険

の加入者ですので、そこで出産期を迎える方がど

れくらい国保に加入しているかということもござ

いますので、ただ出産育児一時金が出産、お子さ

んを出産して一時金の支給ということでございま

すから、当市において出産していただいた方が多

かったということにおいては喜ばしいことかなと

いうふうには思っております。 

 また葬祭費につきましては、昨年と同様47件と

いうことで、こちらにつきましても国民健康保険

に加入されている方のうちお亡くなりになった方

に対して葬祭を行う方に支給しているものですけ

れども、こちらについても市全体において亡くな

られた方の人数と国保に加入している方の人数と

いうことで、一概に市全体が増えたからこちらが

増えるというものでもないということで、こちら

についてもなかなか増減の理由を分析するという
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のは難しいのかなというふうに思っております。 

○松浦敏司委員 そのとおりだと思います。 

 次に資格管理ということで、加入率、これは全

世帯１万7,766のうち5,070世帯ということで28.5

％と、被保険者の加入率でも人口３万4,283のうち

8,463名、率でいうと24.7％というふうになってお

りまして、この加入率というのは近年大きな変化

というのはあるのでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 人口の減少に伴いまし

て、国民健康保険の加入者数につきましても毎年

のように減少しているというような状況でござい

ますので、今後も人口減少に伴って被保険者数と

いうのは減少していくだろうなというふうに思っ

ております。 

○松浦敏司委員 例えば近年でいうと、退職者が

増えて年金生活者の比率が一定加入者の中で高く

なってくるという点では、昔とは違ってやっぱり

低所得の人が増えてきている状況でないかと思う

のですが、その辺はどんなふうにお考えでしょう

か。 

○清杉利明戸籍保険課長 そこの割合について

も、現役で働いている方も当然いらっしゃいます

し、国民健康保険の加入者においては一次産業の

方ですとか個人事業主ですとか、また年金受給者

というのが主になっていると思いますが、その中

で当然退職された後、年金を受給しながら国保に

加入している方も当然多くなってくるというのは

認識はしておりますが、ただ全体としても加入者

数も下がってはきておりますし、また年金収入だ

けという方だけということが増えているというこ

とではなくて、年金も受給しながら働いている方

も当然増えてきておりますので、ただ全体として

は当然年金受給者という割合は増えてくるのだろ

うなというふうには思っております。 

○松浦敏司委員 そういうことだと思います。 

 しばらくこれから団塊の世代がまだ75歳になる

まで、あと４年、５年あるかと思いますがわかり

ました。 

 それで、次に特定健診についてです。 

 同じく14ページになりますが、なかなか苦戦し

ているのではないかというふうに思います。ここ

の中で、健診の目標のパーセントが大きく変動し

ているのですね、平成28年から31年まで。そして

実績はさほど変わらないというのが実績なのです

が、この辺どんなふうに計画を立て、実績をこん

なふうになっているのか、その辺を御説明いただ

きたいと思います。 

○清杉利明戸籍保険課長 特定健診の受診率の目

標率でございますが、当初国なり北海道のほうが

お示しいただいていたのと同様な形で平成29年度

においては60％を目標にということで、第１期の

データヘルス計画のほうは策定しておりました

が、あまりにも実態とかけ離れてるということ

で、なるべく目標が達成できるような目標率にす

べきではないかというようなこともあって、第２

期の平成30年度からのデータヘルス計画におきま

して、実態に合わせた中での目標値ということ

で、平成30年度が28％で31年度が30％ということ

で目標値を引き下げたところでございます。 

○松浦敏司委員 それはそれでわからないわけで

はないのですが、ただやっぱり受診率を上げる努

力というのはもっとしなければならないのだろう

と。とりわけやっぱり特定健診についての周知と

いうのがやはり大事だというふうに思うのです。

一時期ちょっと上がった、平成28年はちょっと上

がったというのはそういった努力もあったのかな

と思うのですが、引き続きそういったいわゆる国

保加入者に対しての、とりわけ国保加入者は

ちょっとサラリーマンとは違いますから、健診を

受けるといっても仕事を休んで行く、これがなか

なか難しいのです。だから、よほど自覚しないと

休みを取れないというのがあるものですから、そ

ういった点での周知の仕方というのはやはり工夫

しないとだめなのだろうなというふうに思うので

す。その点で、ぜひ周知の方法について検討して

ほしいと思うのですが、いかがでしょうか。 

○清杉利明戸籍保険課長 今までも受診率の向上

に向けまして周知の案内はがきの送付ですとかを

始めましたし、またそれの周知のはがきの内容等

につきましても、国保連合会と連携をしながら効

果的な案内周知の方法を検討しましてはがきによ

る周知等も行ってきております。 

 ただなかなか、平成31年度におきましては1.6ポ

イントほどですが、1.7ポイントほど上がりました

が、目標値に向けてさらなる周知の方法の工夫で

すとか、また必要に応じて電話勧奨をするですと

か、なかなかただ、工夫して行っていきたいとい

うふうに思っております。 

○松浦敏司委員 引き続き努力をしていただきた

いと思います。 

 次に、短期証それから資格証の発行状況であり

ますが、ここ３年間の状況が出ておりますけれど
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も、基本的には短期証がマイナス５というくらい

で大きな変化というのはないのかなというふうに

思います。資格証についても１件増えているとい

うような状況でありますが、とりわけ短期証を発

行する上での基本的な考え方、それから資格証を

発行する基本的な考え方について伺います。 

○清杉利明戸籍保険課長 まず短期証におきまし

ては、納付相談また納付指導等に誠意を持って応

じてもらえない方に対しまして交付をしておりま

す。資格証におきましても、それ以上に再三にわ

たる納付相談の勧奨等にも応じないですとか、ま

た所得や資産があって負担能力があるのに納税相

談も受けない、納入もしないといった、こちらか

らの接触なり納付相談の勧奨なりに一切応じても

らえないような場合ですとか、また納付相談、納

入計画を分割納入等の計画を再三にわたって破棄

してしまうような場合に資格証を交付していると

いう状況です。 

○松浦敏司委員 自治体によっては相当厳しい資

格証の発行の仕方をしているところも中にはあり

ますが、網走は比較的相談に乗ってやっていると

いう点は私も認識しているところですが、ただや

はり資格証というのは基本的には保険証がないと

いうことになりますから、資格証という証明を出

すということは保険証が利かないで窓口10割負担

と、こういうことになりますので、お金がない人

は行けないということになるという点で、いろい

ろな状況があって資格証を発行するのでしょうけ

れども、やはり私たちは、これは資格証というの

はやはり発行すべきでないなという考えでありま

す。 

 以上のことを述べて、質問を終わります。 

○立崎聡一委員長 ここで10分休憩します。 

午後４時35分休憩 

午後４時45分再開 

○立崎聡一委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

○小田部照委員 １点だけ伺います。 

 決算書201ページ、蜂の巣駆除事業があります

が、226万円とありますが、これの駆除した件数、

何件ぐらいあったのか伺います。 

○近藤賢生活環境課長 蜂の巣駆除事業ですが、

平成31年度で171件となっております。 

○小田部照委員 31年度は171件ということで理解

いたしました。 

 この226万円の内訳なのですけれども、委託業者

への支払いの金額だと思うのですが、単純に226万

を171件で割るのか、実は私も暖かい時期に今年も

去年も蜂の巣が自宅のほうにできまして、担当課

にお願いして、市の職員の方が、若手の方すぐ空

いた時間に来てくれたのですけれども、夏の暑い

時期に蜂の巣ができますので、たまたまうちは

ウッドデッキの陰にあって、僕は素人なので、大

したことないのでと説明したら、半袖で夏の暖か

いときでそのままの格好で簡易的なスプレーだけ

片手に持って駆除に来たのですよね。これだよと

説明したところ、これはまずいと、100匹以上いま

すと、これは僕らでももう手に負えません、危険

ですのでちょっと離れますということで、委託業

者のほうに連絡してくれることになってそういう

対応をして、結局最終的には委託業者の方が蜂の

巣を駆除してくれたのですけれども、簡易的なも

のだと、要するに市の職員の若手の方が来てスプ

レーで駆除して取って終わったら、結局この費用

というのはスプレー代だけという認識でよろし

かったですか、この事業の中身は。 

○近藤賢生活環境課長 今委員御指摘がありまし

たように、この事業では全て委託料ということで

支払っております。 

 １件当たり大体１万円ぐらいの委託料と、それ

にプラスして委託業者のほうも防護服ですとか車

とか使いますので、基本待機料的なものを大体35

万円ぐらい出しておりまして、それを合わせて前

年度は226万円という形の決算になっております。 

 また、職員が行って駆除するときもあるのです

が、それは時期の早い頃はまだ女王蜂だけだと

か、ちょっと大きさでいうとソフトボールよりも

小さいぐらいだったらスプレーで対応して、その

スプレーについては市の事務費で購入をして、早

い時期は職員が対応していますが、大きな巣につ

いては危険なので必ず業者のほうにお願いをして

遂行しております。 

○小田部照委員 私も素人で市の職員の方ともい

ろいろお話しさせてもらったのですけれども、ど

の程度になって何匹いるだとか女王蜂がいるとい

うのも市の職員の方もなかなか専門家ではないの

でわからないで、小さいうちは自分らで対応して

いますというようなお話ししていたのですけれど

も、やっぱりスズメバチだとかですと全国的にも

毎年のようにアナフィラキシーショックとかで死

亡例とかありますので、一応見に来られて大変あ
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りがたいのですけれども、来たときに簡易的な防

護服的なものがあったほうが、そういう市職員の

安全を担保していくような形でこの事業を進めて

いくべきだと思いますが、所見を伺います。 

○近藤賢生活環境課長 見るときには注意して当

たるようにはしておりますが、防護服とかの用意

なのですけれども、あまりにも危険なところに行

くときには、委託業者の方に防護服を着て見てい

ただくような対応を取ってまいりたいと思いま

す。 

○小田部照委員 今のところ大きな事故にもなっ

ていませんので、ぜひ市の職員の安全を注視しな

がらこの事業の推進に当たっていっていただきた

いと思います。 

 終わります。 

○立崎聡一委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 私のほうからも何点かちょっ

と伺いたいと思います。 

 まず、先ほど松浦委員の質問の中にもありまし

た国保の関係なのですが、短期証と資格証明書の

発行状況、推移が出ております。 

 伺いたいのは、このところの近年の発行の状況

をどういった世帯の方があるのか、傾向等が何か

あるのか、そこをちょっとお伺いしたいのです

が。 

○清杉利明戸籍保険課長 資格証、短期証の発行

者の傾向ということでございますが、徴収部門の

ほうでは税務課のほうで徴収をしていただいてお

りますが、新規の方については早期に接触を図る

ですとか、そういうことをやっていただいており

ますが、それに応じてくれないですとか、そうい

う方について、また滞納している方については新

規というよりは継続している方が多いというよう

なことで、資格証、短期証のほうの発行枚数とし

ては、ここ数年は同数というような状況で推移し

ているという状況でございます。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 どちらかというと慢性的にといったらいいか、

毎回そういう状態になってしまう人が多いという

ことなのかなということで理解しました。 

 若い世代の人が多いのかなというような感じで

思っていたのですけれども、そういったことでは

なく、継続してどうしても同じことを繰り返して

しまう人が多いというようなことですね。傾向と

してはわかりました。そういったことで理解をし

ます。 

 次に決算書の201ページ、ごみの関係で何個か確

認したいのですが、まず１個目、リユース事業と

いうことで５万6,000円とあるのですけれども、ど

のような事業が行われたのかお伺いします。 

○近藤賢生活環境課長 リユース事業についてで

ございますが、こちらごみのリユース展というこ

とで、粗大ごみとして出されたごみのうち、改め

て使えるもの、直して市民の方に再利用していた

だくということで、年に１回になってしまったの

ですが開催をしております。 

 31年度につきましては、リユース展という形で

６月に開催させていただきまして、受付のされた

人数、来場された人数がちょうど200人ということ

になっております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 どういうことやっているのかと思ったのですけ

れども、200人も参加されたら結構すごいなと思い

ますね。 

 そもそものごみを減らすということで、使える

ものはどんどん利活用して使っていこうというこ

との取組で、年に１回しかやってないよというこ

とだと思うのですけれども、ぜひこういう結構大

事な、考え方としても大事だと思いますので、学

校教育の現場に行ってやるだとか、幼稚園でやる

だとか、いろいろこれからも検討してちょっと拡

大してやっていくと、子供の学びの場にもなると

思いますので、リユースの観点でぜひ広めていた

だきたいなというふうに思います。取りあえず状

況はわかりました。 

 それと次、その下の資源物集団回収支援事業と

いうことで、委員会要求資料の中にもあります

が、ここ近年町内会で取り組んでいる団体数、増

えてきているのですね。近年町内会自体が減って

きている中でこういう活動は増えていってもう一

度広がりを見せていると、一時期がんと下がった

のがちょっとずつ増えていっているのを見ると、

何かしら理由があるのかなと思うのですが、その

状況をどのように把握していますでしょうか。 

○近藤賢生活環境課長 集団回収でございます

か、集団回収をしていただくことで市の計画収集

の資源物の量が減る、それによって市としての支

出は少なくなる、そして町内会の方に手伝ってい

ただいて自ら資源物を回収して直接業者に引き渡

していただくということで、町内会には資源物の

売却益が入るとともに、またこの市の補助金が１

キロ当たり４円入るということで、皆さんのこの
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支援金の率を下げた経過もあったのですが、皆さ

んの御協力、御理解を賜りまして、若干団体数が

増え収集量も若干増えているということが、これ

に結びついて皆さんの協力を頂いて、引き続きま

たお願いしたいというふうに考えております。 

○川原田英世委員 町内会の貴重な活動資金源に

もなっているのだというふうに思いますが、これ

は増えてきたのは町連とかに働きかけて細かく案

内をしてもらった結果でもあるということで理解

していいですね。 

○近藤賢生活環境課長 これにつきましては、町

連の方の御協力もありますし、また、ごみのガイ

ドブックですとかチラシを配る際に集団回収を呼

びかけるという成果もあったと思いますので、引

き続き町内会関係の団体にはお願いをしていきた

いと考えております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 町内会の存在意義というのがなかなか薄れてき

ている時代ですが、こういった取組がもっと広

がっていけば町内会で活動していく意義も見えて

くるのかなと思いますので、さらなる取組をお願

いしたいと思います。 

 それと、最後にもう１個なのですが、その次の

ページで騒音振動防止対策事業というのがありま

して、これがちょっと予算よりもあるということ

で、そもそもがちょっとどういう事業なのか

ちょっとわからないので、事業内容をまずお伺い

したいと思います。 

○近藤賢生活環境課長 この騒音振動防止対策事

業ですが、騒音規制法、そして振動規制法という

法律に基づきまして、道路の交通騒音調査を実施

しております。 

 こちら５つの区間の道路の交通量というか、騒

音、振動を調べておりまして、５年のローテー

ションで評価をして毎年行っております。 

 若干これ予算がちょっと超えてしまっているの

は、この騒音振動を委託しておりまして、その委

託料の人件費の増加分で若干増えてしまったとい

う決算になっております。 

○川原田英世委員 人件費の増分で増えていると

いうことなのですが、これ、では防止対策事業と

いうのは騒音状況を調査するだけということで理

解していいのですか。 

○近藤賢生活環境課長 これ定点地点で騒音の調

査をして、現状騒音も振動も環境基準を達成して

おりまして、この達成をしなかった場合において

は要請をしていくような形で、国・道にお願いを

するというような調査をしております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

○立崎聡一委員長 次。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 なきようですので、以上で本日の日程でありま

す認定第１号中、建設港湾部、企業会計を除く水

道部及び市民環境部の所管分の細部質疑並びに認

定第２号平成31年度網走市水道事業会計の利益及

び決算についての細部質疑を終了します。 

 再開は明日午前10時としますから、御参集願い

ます。 

 本日はこれで散会とします。 

 御苦労さまでした。 

午後４時58分散会 

────────―─────────────────   

 


